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「公認会計士・監査審査会の活動状況」について 
 

 

公認会計士・監査審査会令第２条の規定に基づいて定めた公認会計士・監

査審査会運営規程第 16条に基づき、令和４年度（令和４年４月１日～令和５

年３月 31日）における公認会計士・監査審査会の活動状況を公表します。 

読者の便宜を図るために、一部、令和４年３月 31 日以前の情報及び令和

５年４月１日以降の情報も記載しています。 

 なお、令和４年度及び本年度とは、令和４年４月１日～令和５年３月 31日

を指し、令和４事務年度及び本事務年度とは、令和４年７月１日～令和５年６

月 30日を指します。 

 

○公認会計士・監査審査会運営規程 

 第 16条 審査会は、毎年度終了後、当該年度における各種措置及び検査実施 

件数等の活動状況を公表するものとする。 

 

≪本冊子に対するご意見等の連絡先≫ 

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課企画係 

03－3506－6000(内線 2436) 
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はじめに 

 

公認会計士・監査審査会（以下、「審査会」という。）は、平成 16年 4月、独

立して職権を行使する機関として金融庁に設置されました。以来、公認会計士

監査の品質の向上を図り、その信頼性を確保することにより、資本市場の公平

性と透明性を高めることを使命としてまいりました。 

 

１．本年度を振り返って 

審査会は、昨年 4月から第 7期（令和 4年 4月～令和 7年 3月）がスター

トし、新たな体制で活動しています。 

監査事務所等に対する審査及び検査等（モニタリング）については、昨年

5 月に公表した第 7 期における「監査事務所等モニタリング基本方針―監査

品質の持続的な向上の促進―」及び同年 7月に公表した「令和 4事務年度監

査事務所等モニタリング基本計画」に基づき実施しています。本年度は、引

き続き、監査事務所の業務管理態勢・品質管理態勢の実効性を重視してモニ

タリングを行っていますが、特に上場会社監査の担い手としての役割が増大

している中小規模監査事務所に対するモニタリングをより重視した運用を

行っています。審査会が実施したモニタリングの成果については、関係者の

みならず広く一般に提供し、会計監査への関心や意識を高めていただくこと

を目的として「令和 5年版モニタリングレポート」及び「監査事務所検査結

果事例集（令和 5事務年度版）」を作成中であり、本年 7月頃に公表を予定し

ております。 

令和 4年公認会計士試験については、引き続き、新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策を講じた上で実施しました。また、願書提出者数は平成 28

年試験以降 7年連続して増加しました。これには種々の要因がありえますが、

試験に関する情報提供の充実などに努めた結果、若年層を中心に関心が高ま

っていることのほか、年々利用率が高まっているインターネット出願の導入

に伴う出願時の利便性の向上も寄与したと考えております。 

諸外国の監査監督当局との協力・連携については、本年度も審査会は金融

庁と共に、東京に本部事務局が置かれた、各国の監査監督当局間の協力・連

携の場である「監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）」における活動を通じ

て、会計監査に関する国際的な制度・運用の把握や、グローバルな監査の品

質の向上に係る国際的な議論への積極的な貢献を続けてきました。また、令

和 3年 4月より 2年の任期で務める副議長国（日本）の当局として、IFIAR本会合

や 6大監査法人ネットワークとの CEO セッション、グローバル監査品質ワー

キング・グループ会合などにおける、現下の情勢を踏まえた監査の課題等に

ついての議論に一層積極的に参画しました。このほか、二国間の協力関係に

おいても、各国と締結してきた情報交換枠組等を活用し、国際的に活動する

監査事務所に係る情報共有を相互に行うなど、審査会の審査・検査活動に資

する当局間の連携を行いました。 
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２．今後の課題 

第 7期審査会 2年目となる令和 5年度においては、上記のとおり、今年度

重点的に実施した取組やこれまで取り組んできた実績を踏まえつつ、特に以

下のような点について着実な業務の遂行に努めていきます。 

 

監査事務所等に対するモニタリングについては、改正公認会計士法の施行、

改訂「監査法人のガバナンス・コード」や「品質管理基準」等の適用開始な

ど、監査事務所をめぐる変化に適切に対応したモニタリングの実施に努めま

す。また、監査の品質の確保・向上を図り、業務の適正な運営を確保する主

体は監査事務所であることから、監査事務所に自発的な改善活動を促すよう

な実効的なモニタリングに取り組みます。特に、監査事務所の業務管理態勢

や品質管理態勢については、リモート検査の活用による効率性の向上を図り

つつ、その実効性を引き続き検証していきます。加えて、モニタリングの成

果を関係者及び広く一般に提供していくため、モニタリングレポート等の内

容の更なる充実に努めていきます。 

公認会計士試験については、受験者数の増加傾向を持続するためにも、引

き続き、若年層や女性も含めて、より多くの人々に挑戦していただけるよう、

公認会計士の使命･役割等をテーマとした講演を行い、公認会計士という資

格・職業の意義や魅力について、なお一層の情報発信を続けていきます。 

諸外国の監査監督当局との協力・連携については、国内外における公認会

計士・監査法人や被監査会社を取り巻く環境の変化に対応するため、IFIAR等

での議論への積極的な参加や、海外における監査の在り方をめぐる議論の動

向把握に努めていきます。特に、令和 5 年 4 月の第 23 回 IFIAR 本会合にお

いて、IFIAR 副議長を務めていた公認会計士・監査審査会事務局長 兼 金融

庁総合政策局審議官が、IFIAR 議長に選出されたことも踏まえ、より一層グ

ローバルな監査の品質の向上に貢献していきます。令和 6 年 4 月の第 24 回

IFIAR 本会合は日本（大阪）で開催する予定であり、その準備も進めていき

ます。 

 

審査会はこれらの活動を通じ、資本市場の公平性と透明性を高め、ひいては、

日本経済、世界経済の健全な発展に貢献していきます。 

 

 

令和 5年 6月 

公認会計士・監査審査会会長 
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第１章 組織 

 

１．公認会計士・監査審査会 

 

審査会は、公認会計士法（以下、「法」という。）第 35条第 1項及び金融庁

設置法第 6条第 2項に基づき、平成 16 年 4月に金融庁に設置された合議制の

行政機関である（P44資料１－１参照）。 

審査会は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のう

ちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣から任命された、会長及び 9 人以

内の委員により組織される。委員は非常勤であるが、うち 1 人については常

勤とすることができる。任期は 3年である。（法第 36条、第 37 条の 2第 1項、

第 37条の 3第 1 項） 

 

会長及び委員は独立してその職権を行い、また、法定の事由がある場合を除

き、在任中にその意に反して罷免されることはない（法第 35 条の 2、第 37条

の 4）。 

 

令和 4 年 4 月 1 日に発足した第 7 期（令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月）にお

いては、松井隆幸会長、青木雅明常勤委員及び非常勤委員 8名の計 10名の構

成で活動を行っている（P46資料１－２、P47資料１－３参照）。 

 

審査会の主な業務は以下のとおりである。 

① 公認会計士、監査法人（以下、「監査事務所」という。）及び外国監査法

人等（注）並びに日本公認会計士協会（以下、「協会」という。）に対する

検査等 

② 公認会計士試験の実施  

③ 監査事務所に対する懲戒処分等の調査審議 

④ 諸外国の関係機関との連携・協力 

（注）外国監査法人等とは、外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務書類

について監査証明業務に相当すると認められる業務を外国において行う者として金

融庁長官に届出をした者をいう。 

 

２．事務局 

 

審査会には、審査会の事務を処理するために事務局が置かれている（法第 41

条第 1項）。 

事務局は、事務局長の下、総務試験課及び審査検査課で構成され、総務試験

課は、公認会計士試験の実施、監査事務所に対する懲戒処分等の調査審議、諸

外国の関係機関との連携・協力及び事務局全体の総合調整を所掌し、審査検査

課は、監査事務所の監査又は証明業務及び協会の事務の運営状況についての
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審査並びに監査事務所、外国監査法人等及び協会に対する検査を所掌してい

る。 

事務局の定員は、平成 16 年 4 月発足時 40 人であったが、その後順次増員

され、令和４年度末の定員は、総務試験課 15 人及び審査検査課 41 人の計 56

人となっている。 

 

≪事務局の定員の推移≫                       （年度末ベース） 

年度 H16 H17  H18  H19  H20  H21  H22  H23  H24～27 H28～29 H30～R 元 R2～3 R4 

総務試験課 11 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 

審査検査課 29 29 31 35 39 41 44 43 42 42 43 42 41 

 
総括公認会計士 

監査検査官 
- - - - - - - - - 1 1 1 1 

 
主任公認会計士 

監査検査官 
4 4 4 4 5 5 7 7 7 6 6 6 6 

 
公認会計士 

監査検査官 
18 18 20 24 26 28 28 27 26 26 27 26 25 

合 計 40 41 43 47 51 55 58 57 56 56 57 56 56 

 

≪公認会計士・監査審査会の機構図≫ 

 

 

（注）上図中（ ）内は、令和 4年度末における定員を示す。 

 

公 認 会 計 士 監 査 審 査 官

総 括 公 認 会 計 士 監 査 検 査 官

主 任 公 認 会 計 士 監 査 検 査 官

公 認 会 計 士 ・ 監 査 審 査 会

会　　長

　　　　委　　員（９人）

事 務 局

（事務局長）

公 認 会 計 士 監 査 検 査 官

総 務 試 験 課 （ 15 人 ）

審 査 検 査 課 （ 41 人 ）

総 括 調 整 官

試 験 専 門 官

事務局長は、関係のある

他の職を占める者をもっ

て充てる。

・ 公認会計士試験の実施

・ 監査事務所に対する懲戒

処分等の調査審議

・ 事務局全体の総合調整

・ 監査事務所の監査業務の

運営状況に関する審査及び

協会の事務の適正性につい

ての審査

・ 監査事務所及び外国監査

法人等並びに協会に対する

検査
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第２章 監査事務所等に対する審査及び検査等 

 

１．概説 

 

資本市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確

立する観点等から、平成 15年 6月の法改正により、監査事務所に対する監視・

監督の機能の充実･強化策として、それまで自主規制として行われていた協会

による監査事務所に対する品質管理レビュー（注）が法定化された。審査会は

当該レビューの結果について協会から報告を受けてその内容を審査し、必要

があると認める場合には報告徴収及び検査を行うこととされた。 

また、平成 19 年 6月の法改正により、我が国金融資本市場の健全性を確保

していくため、金融商品取引法による開示規制の対象となる外国会社等の監

査を行う外国監査法人等が我が国当局の検査・監督の対象とされ、審査会が報

告徴収及び検査を行うこととされた。 

具体的には、審査会は、金融庁長官の権限のうち、 

 

・協会による会員の法第 2 条第 1 項業務（監査又は証明業務）の運営状況

の調査の結果報告の受理に関する事務（法第 46条の 9の 2第 2項） 

・上記報告に関して行う協会、公認会計士及び監査法人（以下、「監査事務

所等」という。）に対する報告徴収及び検査（法第 46条の 12第 1項、第

49条の 3第 1・2項） 

・外国監査法人等に対する報告徴収及び検査（法第 49 条の 3 の 2 第 1・2

項） 

 

について委任されている（法第 49条の 4第 2・3項）。 

これらを受けて、審査会では、品質管理レビューに関する報告の内容を審査

し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、検査等

を行うこととしている（P50資料２－１参照）。 

また、審査又は検査等の結果、必要があると認める場合には、行政処分その

他の措置について金融庁長官に勧告することとしている（法第 41条の 2）。 

 

なお、令和 4 年 5 月の法改正により、金融庁長官から審査会に委任される

監査事務所等に対する立入検査等の権限（法第 49 条の 4 第 2 項）について、

監査事務所の業務の運営の状況に関して行われるもののみとする限定等がな

くなった（令和 5年 4月施行）。 

（注）品質管理レビュー 

品質管理レビューとは、法により、「協会は、会員の第 2 条第 1 項の業務の運営の状

況の調査を行う」（法第 46 条の 9の 2第 1項）とされている。 

具体的には、監査業務の適切な質的水準の維持・向上を図り、監査に対する社会的信頼

を維持・確保するため、協会が監査事務所の行う監査の品質管理の状況を調査することと

されている。 
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≪審査及び検査の概要≫ 

 

① 品質管理レビューの報告 

協会は、原則として 3 年に 1 度（状況に応じて短縮・伸長）、監査事務所の監査の品質

管理の状況を調査しており、審査会はその調査結果について報告を受ける。 

 

② 審査 

審査会は、協会から報告を受け、協会の品質管理レビューが適正に行われているか、監

査事務所の監査業務が適正に行われているかを確認する。 

審査会は、審査の過程において、必要があると認めるときは、監査事務所等に対して報

告又は資料の提出を求める。 

 

③ 検査等 

審査会は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、監査事務所（監査

事務所の監査業務に関係のある被監査会社等を含む。）に対して検査又は報告徴収を行う。 

また、協会の事務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し

て検査又は報告徴収を行う。 

 

④ 勧告 

審査会は、審査又は検査の結果、必要があると認めるときは、監査事務所の監査業務

又は協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について金

融庁長官に勧告する。 

 

（注）外国監査法人等に対する報告徴収・検査については、P13「３.（７）イ 外国監査法

人等に対する報告徴収・検査に関する考え方」を参照。 

 

 

 

 

③報告徴収、検査

②審査

④勧告

行政処分その他の措置

①品質管理レビュー

の報告

品質管理レビュー

の実施

公認会計士・監査審査会

日本公認会計士協会 監査事務所

金融庁
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２．監査事務所等モニタリング基本方針等 

 

（１）監査事務所等モニタリング基本方針 

審査会は、第 7 期（令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月）における「監査事務

所等モニタリング基本方針―監査品質の持続的な向上の促進―」を策定し、

令和 4年 5月 20日に公表した（P51 資料２－２参照）。第 7 期のモニタリン

グ（注）の実施においては、以下の目的や考え方を基本とすることとしてい

る。 

（注）モニタリングとは、検査と検査以外のモニタリングの両方を包含している。検査以

外のモニタリングは、監査事務所に係る報告徴収・ヒアリング及び金融庁関係部局、

協会、会計監査に関係する業界団体等との意見交換・連携並びに監査事務所との対話

を通じた情報収集など検査以外の活動を指す。 

 

＜モニタリングの目的及びその達成に向けた考え方＞ 

審査会のモニタリングは、常に国民の視点という公益的立場に立ち、審

査会の有する権能を最大限に発揮して実施することにより、監査事務所

自らによる監査の品質の確保・向上を継続的に促し、資本市場における監

査の信頼性の確保を図ることを目的とする。 

モニタリングの実施に当たっては、個別の監査意見の適否そのものを

主眼とするのではなく、協会による品質管理レビューの一層の実効性向

上を促すとともに、監査事務所の規模、業務管理態勢及び被監査会社のリ

スクの程度等を踏まえた効果的・効率的なモニタリングを通じて、監査事

務所における監査の品質管理を含む業務の適正な運営の確保を図ること

とする。 

 

＜第 7期のモニタリングにおいて重視する点＞ 

● 品質管理システムの円滑な導入に向けた監査事務所における準備・

対応状況の確認・検証 

「監査に関する品質管理基準」が改訂され、監査事務所においては、 

①品質目標を設定し、 

②品質目標の達成を阻害する品質リスクを識別して評価し、 

③評価した品質リスクに対処するための方針又は手続を定めて運用し、 

④不備があれば根本原因に基づき改善する 

という、リスク・アプローチに基づく品質管理システムの導入が求めら

れることになる（注）。 

第 7 期のモニタリングでは、当該システムの導入に向けた監査事務

所における準備・対応状況や、導入後における整備・運用状況を重視す

る。 

（注）改訂品質管理基準は、令和 5年 7 月 1日以後に開始する事業年度又は会計期間

（公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、令和 6年 7 月
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1 日以後に開始する事業年度又は会計期間）に係る財務諸表の監査から実施。 

 

● 上場会社の監査を行う監査事務所に対する監査品質の確保・向上 

上場会社の監査においては、大手監査法人（注 1）から準大手監査法

人（注 2）又は中小規模監査事務所（注 3）への交代の動きが継続して

おり、準大手監査法人・中小規模監査事務所の上場会社監査の担い手と

しての役割が増大している。 

このため、第 7期においては、特に監査品質の確保・向上が急務と考

えられる中小規模監査事務所に対する検査をより重視した運用に努め

る。 

（注 1）大手監査法人：上場会社を概ね 100社以上被監査会社として有し、かつ常勤

の監査実施者が 1,000 名以上いる監査法人。有限責任あずさ監査法人、有限責

任監査法人トーマツ、EY 新日本有限責任監査法人及び PwC あらた有限責任監

査法人の 4法人を指す。 

（注 2）準大手監査法人：大手監査法人に準ずる規模の監査法人。仰星監査法人、三

優監査法人、太陽有限責任監査法人、東陽監査法人及び PwC京都監査法人の 5

法人を指す。 

（注 3）中小規模監査事務所：大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所。 

 

（２）監査事務所等モニタリング基本計画 

審査会は、上記「監査事務所等モニタリング基本方針」を踏まえ、各事務

年度におけるモニタリングの方向性を示すものとして「令和 4 事務年度監

査事務所等モニタリング基本計画」を策定し、令和 4年 7月 15日に公表し

た（P59 資料２－３参照）。令和 4 事務年度のモニタリングの実施において

は、主に以下の事項を重視することとしている。 

 

＜モニタリングにおいて重視する主な事項＞ 

令和 3事務年度に引き続き、監査事務所における業務管理態勢・品質管

理態勢の実効性等を重点的に検証する。 

業務管理態勢については、監査の品質の向上に向けた監査事務所経営

層のコミットメントや、業務管理態勢が実効的なガバナンスと有効に機

能するマネジメントの下で整備・運用されているか等を重視する。 

品質管理態勢については、「監査に関する品質管理基準」の改訂を踏ま

え、リスク・アプローチに基づく品質管理システムの導入に向けた監査事

務所における準備・対応状況について重点的に確認するほか、監査の品質

の確保・向上を図るために重要な監査資源の確保・育成及び配分の状況や、

上場会社監査の担い手の変化を踏まえ、監査契約の新規受嘱・解除に係る

経緯等についても重点的に検証する。 

個別監査業務については、不正リスク、収益認識、会計上の見積り及び

グループ監査に係る監査手続の実施状況等について重点的に検証する。 
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３．監査事務所等に対する審査及び検査の状況 

 

監査事務所は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査証明業務（

法第 2条第 1項の業務）を行うほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求

めに応じ報酬を得て、財務書類の調製、財務に関する調査・立案、財務に関

する相談の業務（法第 2条第 2項の業務）を行うことができる。 

令和 4年度末現在、公認会計士登録者数は 34,436人である。このうち、大

手監査法人に所属する公認会計士数は 10,273人であり、29.8％を占める。監

査法人数は 279法人である。 

 

（参考）                          

 H30年度末 R 元年度末 R2 年度末 R3 年度末 R4 年度末 

公認会計士登録者数 31,189 31,793 32,478 33,215 34,436 

  うち大手監査法人 10,912 10,659 10,523 10,201 10,273 

監査法人数 236 246 258 273 279 

 

（１）協会による品質管理レビューの状況 

 

協会による令和 4年度の品質管理レビューは 92件（監査法人 64件（大

手 1件、準大手 2件、公認会計士共同事務所 3件を含む。）、公認会計士

28件）実施されており、実施状況は下表のとおりである。 

 

≪品質管理レビューの実施状況≫ 

品質管理レビュー 

実施年月 

R4 年 R5 年  

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 合計 

品質管理レビュー 

実施監査事務所数 
1  12  7  21  19  13  13  6 92 

 

令和 4 年度の品質管理レビューのうち、審査会に対しては、令和 5 年

3 月 31 日までに、品質管理委員会で内容を承認された 62 件の報告が行

われており、その結果の状況は以下のとおりである。 

・極めて重要な不備事項のある実施結果： 公認会計士 2件 

 

（参考） 

    協会による令和 3年度の品質管理レビューは 76件（監査法人 57件（大

手 2件、準大手 2件、公認会計士共同事務所 2件を含む。）、公認会計士

19件）実施されており、実施結果の状況は下表のとおりである。 
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≪実施結果の状況(令和 3年度)≫               （監査事務所数） 

区 分 

重要な不備事項の

ない実施結果 

重要な不備事項

のある実施結果 

極めて重要な不

備事項のある実

施結果 

計 

(a) a/e (b) b/e (c) c/e (e)  

監査法人 51 89.5％ 6 10.5 － － 57 

公認会計士 18 94.7％ － － 1 5.3％ 19 

合 計 69 90.8％ 6 7.9％ 1 1.3％ 76 

（注）76 件中 74件に改善勧告事項がある。 

 

（２）品質管理レビューに対する審査の状況 

 

ア 審査 

審査会は、協会から品質管理レビューの状況報告を受け、協会の品質

管理レビューが適切に行われているか、監査事務所の監査業務が適切に

行われているかを審査（P6「≪審査及び検査の概要≫ ②審査」を参照）

している。 

具体的には、品質管理レビューの実施状況や監査事務所に対する必要

な改善措置の指導状況を確認しているほか、品質管理レビューの結果

（品質管理レビューの実施結果における「極めて重要な不備事項」又は

「重要な不備事項」の有無、品質管理レビューにおいて指摘している不

備の内容等）や、監査事務所が協会に提出した改善計画書の内容等を分

析している。 

審査会では、これらの分析結果等を踏まえ、検査の必要性等を検討し

ているほか、協会との意見交換（P16「５．関係機関との連携 （２）協

会との連携」を参照）を実施している。 

なお、審査においては、金融庁関係部局、金融商品取引所、日本監査

役協会等の関係機関から得た情報も活用している。 

 

  イ 令和 3年度の品質管理レビューの分析結果 

協会が令和 3 年度に実施した品質管理レビューに対する審査を実施し

た結果、 

・ 個別監査業務の指摘を安易に文書化（監査調書の記載不備）の問題と

せず、不備の実態を踏まえて指摘するよう、レビュー手続書の改訂やレ

ビューアーへの研修等の取組を行っており、その結果、文書化の指摘件

数比率の減少傾向が続いている 

・ リスク･アプローチを強化するために、監査事務所における業務管

理体制を理解するとともに、監査事務所に対する過去の品質管理レビ

ューの結果及びレビュー対象とする個別監査業務の選定段階における
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リスク評価を考慮して品質管理レビュー計画を立案している 

・ レビュー開始後も、状況の変化等に応じて弾力的に期間の延長やレ

ビューアーの増員を行う対応（弾力的なレビュー）を実施している 

などの状況がみられた。 

協会は、監査事務所における業務管理体制の理解をより一層深めてい

くとともに、弾力的なレビューの実施に努めるとしており、審査会として

は、引き続き、品質管理レビューの実効性について確認していく。 

 

（３）監査事務所に対する報告徴収の状況 

 

ア 大手監査法人及び準大手監査法人に対する継続的報告徴収 

令和 4 事務年度においては、全ての大手監査法人及び準大手監査法人に

対してガバナンス等経営管理態勢や業務管理態勢等の検証のため報告徴

収を実施した(令和 4 年 8 月、11 月、及び令和 5 年 1 月に実施)。また、

報告徴収により得られた情報を用いて、検査対象となる監査法人の実態

を事前に分析するとともに検査実施上の着眼点抽出の参考とするなど、

効果的・効率的な検査の実施につなげたほか、大手監査法人及び準大手

監査法人における品質管理活動の状況等の横断的な実態把握を行った。

なお、今後も毎年定期的に報告徴収を実施する予定である。 

 

イ 中小規模監査事務所に対する報告徴収 

審査会は、「令和 4事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」（P59資料

２－３参照）に基づき、中小規模監査事務所における品質管理レビューの改善

状況の検証及び経営管理態勢等の実態把握を行う必要があると認められた 55

監査事務所に対して報告徴収を実施した（令和 4年 8月に実施）。 

 

≪中小規模監査事務所への報告徴収実績≫ 

 

令和 3事務年度報告徴収実績  令和 4事務年度報告徴収実績 

報告徴収 

実施先数 

令和 2年度 

品質管理レビュー 

実施先数 

 報告徴収 

実施先数 

令和 3年度 

品質管理レビュー 

実施先数  

監査事務所 43 55  55 73 

 

監査法人

（注） 
34 38  43 51 

個人事務所 9 17  12 22 

（注）公認会計士共同事務所を含む。 

報告徴収を実施するに当たり、令和3年度の品質管理レビューの結果を受理

した中小規模監査事務所等のうち、レビュー結果の重要性等を考慮して選定

している。 
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ウ 検査実施後の改善状況の報告徴収（フォローアップ） 

令和 4 事務年度においては、検査の結果、早急に改善をする必要があ

ると認められた監査事務所 2 件に対して速やかな改善を促すため、検査

結果の通知と同時に報告徴収を実施し、指摘事項に対する改善計画や改

善状況に係る検証を行った。また、審査会が検査結果を通知した監査事

務所のうち 1 件に対して検査における指摘事項の改善状況を確認するた

め報告徴収を実施した。 

 

（４）監査事務所に対する検査の状況 

令和 4 事務年度の検査は、「令和 4 事務年度監査事務所等モニタリング基

本計画」（前掲２.（２）参照）に基づき実施している。 

大手監査法人については、2法人に対して通常検査を実施した。 

準大手監査法人については、原則として 3年に 1度検査を実施することと

しており、具体的には、1法人に対して検査を実施した。 

中小規模監査事務所については、必要に応じて検査を実施することとして

おり、具体的には、4法人に対して検査を実施した。 

検査に際しては、監査事務所に対して、不備の発生した直接的な原因のみ

ならず、当該不備の根本的な原因の究明を行うとともに、業務の適正な運営

を確保する主体である監査事務所自らの行動を促すことに資するよう検証

を行った。 

 

≪直近 5年間の検査の実施状況（着手ベース）≫  （令和 5年 3 月 31日現在） 

事務年度 

（７月～翌年６月） 
H30 R 元 R2 R3 R4 

大手監査法人 4 4 4 4 2 

準大手監査法人 1 2 2 1 1 

中小規模監査事務所 5 3 4 4 4 

外国監査法人等 0 1 0 0 0 

合計 10 10 10 9 7 

（注）令和 4 事務年度検査については、令和 5 年 3月 31 日までに着手したものを計上し

ている。 

 

（５）検査結果 

平成 28事務年度の検査から、業務管理態勢、品質管理態勢及び個別監査

業務の状況に基づき、5段階に区分した総合評価を検査結果通知書に記載し

ている（外国監査法人等検査及びフォローアップ検査を除く。）。総合評価の

詳細及び総合評価の分布状況については、モニタリングレポートを参照の

こと。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html） 

 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html
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（６）金融庁長官に対する勧告の状況 

審査会は、検査を実施した結果、以下の監査法人の運営が著しく不当な

ものと認められたことから、金融庁長官に対し、法第 41条の 2の規定に基

づき、行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した（これまでの勧告一覧

P77資料２－４参照）。 

・UHY東京監査法人（令和 4年 4月 1日。P78資料２－５参照） 

・監査法人ハイビスカス（令和 4年 6月 3日。P81資料２－６参照） 

・ひびき監査法人（令和 5年 1月 20日。P84資料２－７参照） 

・赤坂有限責任監査法人（令和 5年 3月 17日。P87資料２－８参照） 

 

（７）外国監査法人等に対する検査・監督の状況 

 

ア 外国監査法人等の状況 

外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務書類について

監査証明業務に相当すると認められる業務を外国において行う者は、あ

らかじめ金融庁長官に届け出ることが求められている。外国監査法人等

の状況は下表のとおり。 

 

≪外国監査法人等の状況≫               （令和 5 年 3月 31 日現在）  
 国・地域数 外国監査法人等数 

北米 2 10 

中南米 1 1 

欧州 16 58 

アジア・大洋州 10 29 

中東 1 1 

計 30 99 

 

イ 外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する考え方 

審査会は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」（P90 資料２

－９参照）に基づき、外国監査法人等に対する報告徴収及び検査を実施

している。 

当該考え方及び「公認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等

に対する報告徴収・検査に関する基本指針」（P93資料２－10参照）にお

いては、原則として 3 年に 1 度、外国監査法人等に対し報告徴収を実施

し、提出された情報の分析を行い、監査証明業務に相当すると認められ

る業務が適切に行われているか等について検査で確認する必要があると

認められる場合には、当該外国監査法人等に対する検査を実施すること

としている。ただし、外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人

監督体制が我が国と同等であり、情報交換等に係る取極め等により、必

要な情報が得られ、かつ、相互主義が担保される場合には、審査会は、
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当該国の当局が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、原則として、

当該外国監査法人等に対する報告徴収及び検査は実施しないこととして

いる。 

 

ウ 外国監査法人等に対する報告徴収 

審査会は、上記イに示した考え方及び基本指針に基づき、令和 3 事務

年度において、14 か国・地域の 35 外国監査法人等に対して報告徴収を

実施した。 

令和 4 事務年度は、上記の報告徴収により提出された報告内容につい

て分析・評価を行った。その結果、1外国監査法人等に対して検査を実施

することとした。 

 

エ 外国監査法人等に対する検査 

審査会は、上記ウに示した 1 外国監査法人等に対する検査の実施に

向けての具体的な検討を行うため、当該外国監査法人等が所在する法

域の監査監督機関との間で、事前の協議・調整等を行っているところで

ある。 

（注）情報交換枠組みについては、P39「第５章２．二国間での協力」を参照。 

  

４. 審査及び検査等に係る情報発信 

 

（１）「令和 4年版モニタリングレポート」の作成・公表 

審査会は、監査及び会計の専門家だけでなく、市場関係者及び一般利用

者に対しても、監査事務所の状況について分かりやすい形で情報提供する

ため、平成 28 年から「モニタリングレポート」を作成し、毎年公表してい

る。 

令和 4年 7月 15日に公表した令和 4年版モニタリングレポートの全文に

ついては、審査会ウェブサイトの「検査結果等の取りまとめ」の「モニタリ

ングレポート」から閲覧できる。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html） 

なお、英語版は令和 4年 12月に公表した。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20221223/20221223.html） 

 

（２）「監査事務所検査結果事例集」の作成・公表 

 

  ア 検査結果事例集の作成・公表 

審査会は、審査会としての監査の品質の期待水準を提示し、監査事務

所による監査の品質の確保・向上に向けた自主的な取組を促すとともに、

上場会社等の取締役・監査役等や投資者等の市場参加者に対する参考情

報を提供することを目的として、監査事務所に対する検査における指摘

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20221223/20221223.html
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事例を「監査事務所検査結果事例集」として取りまとめ、毎年改訂・公表

している。 

令和 4年 7月 15日に公表した「監査事務所検査結果事例集（令和 4事

務年度版）」の全文については、審査会ウェブサイトの「検査結果等の取

りまとめ」から閲覧できる。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-3.html） 

なお、英語版は令和 5年 3月に公表した。 

(https://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20230330/20230330.html) 

 

イ 検査結果事例集についての講演等の実施 

審査会は、協会が実施する研修会等における会長の講演に併せて、検

査官による検査結果事例集についての説明等を行っている。 

令和 4 事務年度においては、監査の品質の確保・向上に向けた監査事

務所における自主的な取組の促進のため、協会本部及び全国 7 つの協会

地域会において講演を行った。 

また、本事例集を参考にすることにより、被監査会社における会計監

査人とのコミュニケーションが積極的に行われるよう、日本監査役協会

や日本内部監査協会において講演を行った。 

さらに、検査結果事例集が、監査事務所等において参考資料として積

極的に活用されるよう、協会や日本監査役協会等の関係機関の機関誌等

に改訂のポイント等を掲載するなど、内容の周知を図った。 

 

５．関係機関との連携 

 

  監査の品質の確保・向上を図るためには、監査事務所に対するモニタリング

だけでなく、監査に関係する機関とも連携し、監査事務所をめぐる課題、問題

意識の共有を図ることが重要である。 

  このため、審査会は、金融庁内の関係部局だけでなく、協会及び金融商品取

引所等の関係機関との意見交換を実施している。 

 

（１）金融庁関係部局との連携 

個別監査業務の監査に関する問題点等については、対象企業の開示等に

ついて監督･検査等を行う金融庁関係部局と連携を行うことにより、より効

果的・効率的な検査等が実施できると考えられる。このため、審査会は、上

場会社の開示及び監査に関する問題点について金融庁関係部局及び証券取

引等監視委員会と情報共有、意見交換を行い、得られた情報をモニタリング

に活用した。また、監査事務所の検査結果について金融庁関係部局と情報共

有を行った。 

 

 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-3.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/english/oversight/20230330/20230330.html
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（２）協会との連携 

審査会は、協会による品質管理レビューの一層の実効性向上等を目的と

して、モニタリングを通じて把握した問題点等について、審査会検査官と

レビューアーとの間で双方向の議論を行うなど、協会との情報共有や連携

強化に取り組んでいる。また、審査会会長・委員と協会役員との定期的な意

見交換を通じて、問題意識等の共有を行ったほか、協会及び協会地域会が主

催する講演会等を通じ、検査における指摘事例や監査事務所の問題点等に

ついての情報共有を行った。 

 

（３）金融商品取引所との連携 

審査会は、モニタリングを通じて把握した監査人と被監査会社とのコミ

ュニケーションの状況や監査人の異動状況等について、上場会社について

の自主規制機能を担っている金融商品取引所と意見交換を行うなど、問題

意識の共有に努めた。 

 

（４）日本監査役協会との連携 

審査会は、企業財務情報の適正な開示を図るためには、企業のガバナン

ス機能を担う監査役等との連携が重要であるとの観点から、監査役等と監

査人とのコミュニケーションの状況を検査等において検証してきたところ

である。 

監査役等の役割・責務がますます重要なものとなってきていることから、

審査会は、日本監査役協会と、監査事務所の業務運営に関する総合評価や

監査役等と監査人とのコミュニケーションに関する課題、協会が定める倫

理規則の改正に関する対応等について令和 4 年 11 月に意見交換を実施し

た。また、日本監査役協会が主催する講演会等を通じ、検査における指摘

事例や監査事務所の問題点等について、監査役等に対して情報提供を行う

などの連携を図った。 

 

６．令和 4事務年度の課題に対する取組 

 

（１）業務管理態勢の検証 

トップの姿勢を含む経営層の認識及びそれを具体的な施策等に反映させ

ているかなど、監査の品質を持続的に向上させるために重要な、経営層のコ

ミットメント等について検証を行った。 

併せて、監査法人のガバナンス・コードを採用している大手監査法人及び

準大手監査法人等については、当該コードを踏まえて整備されたガバナン

ス態勢の実効性に関連して、独立性を有する第三者を構成員とする監督・評

価機関の活動状況を検証した。 

その結果、大手監査法人及び準大手監査法人において、独立性を有する第

三者を含む監督・評価機関が、法人として必要な対応について助言・指示を
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行っているなど、その知見の活用を図っている状況がみられた。 

 

（２）品質管理態勢の検証 

 

ア 品質管理基準等の改訂への対応状況 

「監査に関する品質管理基準」の改訂（令和 3年 11月）を踏まえ、リ

スク・アプローチに基づく品質管理システムの導入に向けた監査事務所

における準備・対応状況について確認を行った。 

その結果、大手監査法人及び準大手監査法人においては、プロジェクト

チームを立ち上げ、必要な態勢整備を進めている状況や、本格導入に向け

た予行演習を行っている状況がみられた。 

 

イ 監査資源の確保・育成及び配分 

監査の品質の確保・向上を図るためには、被監査会社の数や監査上のリ

スク等に見合った十分な監査資源を確保・育成し、適切に配分することが

重要であることから、監査事務所における監査資源の確保・育成及び配分

の状況等について検証を行った。 

その結果、多様な働き方を可能とするような職場環境の整備や、離職率

低減に向けた取組を進めている状況がみられた。 

 

ウ 監査契約の新規受嘱・解除に係る経緯等 

上場会社の監査人が大手監査法人から準大手監査法人や中小規模監査

事務所に交代する動きが継続していることから、上場被監査会社との監

査契約の新規受嘱・解除に係る経緯等について検証を行った。 

その結果、監査契約の締結に伴うリスク評価に関する内部規程を整備

していない事例や、監査業務を開始する時点までに監査契約の締結に伴

うリスク評価を実施していない事例がみられた。 

 

その他、モニタリングにより把握した、監査事務所におけるデジタル技術

を活用した監査ツールの導入状況やサイバーセキュリティ対策への取組状

況等については、モニタリングレポートを参照のこと。 

（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html） 

 

（３）個別監査業務の検証 

不正リスク、収益認識、会計上の見積り及びグループ監査に係る監査手続

の実施状況や、被監査会社において不適切な会計処理があった場合におけ

る監査手続の不備に係るその後の改善対応等について検証を行った。 

その結果、不正による重要な虚偽表示リスクや会計上の見積りの監査に

係る手続についての理解が不足している事例や、収益認識に係る不正リス

クの評価において具体的かつ深度ある検討を実施していない事例が見られ

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html
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た。 

なお、検証を通じて把握した不備の詳細な内容については、監査事務所検

査結果事例集及びモニタリングレポートを参照のこと。 

 

[監査事務所検査結果事例集（令和 4事務年度版）] 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-3.html 

[令和 4年版モニタリングレポート] 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html 

 

（４）検査以外のモニタリングの強化 

効率的で実効性のあるモニタリングを実施するため、大手監査法人及び

準大手監査法人のトップを含む経営層との定期的な対話を実施した。また、

金融庁関係部局、金融商品取引所及び日本監査役協会等と適時に意見交換

を行うとともに、既述の監査事務所に対する報告徴収を実施した（P11「３．

（３）監査事務所に対する報告徴収の状況」を参照）。また、収集した情報

及び分析結果は、業界動向の把握や検査実施上の着眼点の抽出の参考とす

るなど、有効に活用した。 

 

（５）協会の品質管理レビューの検証及び協会との連携 

審査会は、監査事務所に対する検査等を通じて、協会の品質管理レビュ

ーの有効性に関し検証を行っており、そこで把握した問題等を協会と共有

し、品質管理レビューの実効性の一層の向上を促している。 

平成 27事務年度からは、審査会と協会との実務担当者レベルによる検討

会において、品質管理レビューの課題等に関して双方向での議論を継続し

て行っている。同検討会での議論等を踏まえ、協会はレビュー計画の弾力

的な運用、リスクを踏まえた個別監査業務の選定などを行ってきている。 

また、同検討会では、審査会検査と協会の品質管理レビューとの適切な

役割に関して、大手監査法人に対する品質管理レビューの在り方や中小規

模監査事務所に対する協会の指導・監督機能の充実等を中心に議論を行っ

ている。審査会検査と協会の品質管理レビューが全体として最大限の効果

を発揮するよう更に議論を進めているところである。 

令和 4事務年度においては、品質管理レビューの実効性向上策、令和 2年

7 月から適用された新たな品質管理レビュー制度についての 3 年経過後の

総括、公認会計士法改正により法律に基づく制度として導入された上場会

社監査事務所の登録制度において、登録に際しての適格性を確認すること

となる品質管理レビューでの確認事項、中小規模監査事務所における監査

品質の向上等について議論を行った。 

 

（６）情報発信の強化 

  令和 4 年版モニタリングレポートにおいて、審査会におけるモニタリン

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-3.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html
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グの結果や監査事務所の状況（会計監査人の異動状況、監査業務における IT

の活用状況など）のほか、会計監査に関する最近の動向や監査上の主要な

検討事項（KAM）の対応状況などを記載した。また、市場関係者だけでなく

広く一般のより幅広い層に対して会計監査の理解が深まるように記載内容

を見直すとともに、各界関係者への説明会、関係雑誌等への寄稿など積極

的な情報発信に努めた。 

 

（７）モニタリング実施態勢の充実 

審査会のモニタリングが、上記に掲げた監査事務所をめぐる課題や会計

実務の国際化の状況などに適切に対応していくためには、人材確保、情報収

集・分析の強化などモニタリング実施態勢の充実を図ることが重要である。

令和 4 事務年度においても、引き続き国際会議等への職員の積極的な参加

などを通じた人材育成を促進したほか、モニタリングに必要な専門知識等

の習得を目的とした研修を実施した。また、監査事務所に対するモニタリン

グ実施体制を強化する観点から令和 5 年度の機構・定員要求を行い、公認

会計士監査検査室の設置及び検査官等 6名の新規増員が認められた。 

 

（８）モニタリング実施方法の見直し 

監査事務所に対する審査会のモニタリングが、審査会・監査事務所の双

方にとってより効率的・効果的なものとなるよう、検査における検査資料の

閲覧等は、監査事務所における監査調書の電子化等の状況を勘案の上、オ

ンラインによる方法を活用する一方、必要に応じて対面でのヒアリングを

実施するなど、ハイブリッド型でモニタリングを実施した。今後も、モニタ

リングの実施方法や内容については、継続的に見直すこととする。  



 

- 20 - 

 

第３章 公認会計士試験の実施 

 

１．概説 

 

（１）試験制度の概要 

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその

応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、短答式（択一式）

及び論文式による筆記の方法で行う（法第 5条）ものであり、審査会が、毎

年 1回以上行うこととされている（法第 13条第 1・2項）。 

現行の試験制度は、平成 15年の法改正において、試験の質を確保しつつ

社会人を含めた多様な人材が受験しやすくすることを主な目的として大幅

な見直しが行われ、平成 18年試験から実施されている。 

 

平成 15年法改正による主な見直しの内容 

①試験体系の簡素化 

②試験科目の見直し 

③一定の要件を満たす実務経験者、会計専門職大学院修了者などに対する試験科目の一

部免除の拡大 

④短答式試験の合格者に対する合格発表の日から 2年間における短答式試験の免除制度

の導入 

⑤論文式試験の試験科目のうち一部の科目について相当と認められる成績を得た者に

対する論文式試験の合格発表の日から 2年間における当該科目の免除制度の導入 

 

公認会計士試験の実施に関する事務は審査会が行っているが、試験監督

等は各財務局長等に委任している（法第 49条の 4第 5項、同法施行令第 36

条）。 

試験問題の作成及び採点のために、審査会に試験委員が置かれている。試

験委員は試験の執行（実施年）ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大

臣が任命する（法第 38条第 1・2項）。  

 

（２）現行試験の概要 

公認会計士試験は、短答式及び論文式による筆記の方法により、全国の財

務局等管内の試験場で行う。なお、受験資格の制限は設けられていない

（P106資料３－１参照）。 

 

ア 短答式試験 

・ 実施回数・時期 

  年 2回（例年、12月上中旬、5月下旬） 

・ 試験科目 

財務会計論、管理会計論、監査論、企業法 
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・ 合格基準 

      総点数の 70％を目安として、審査会が相当と認めた得点比率を合格

基準としている。ただし、1 科目につき、その満点の 40％の得点を満

たさず、かつ、原則として答案提出者の下位から遡って 33％の人数に

当たる者と同一の得点に満たない者は、不合格となることがある。 

       

    ≪過去の合格基準≫ 

H30年 R元年 R2年 R3年 R4年 R5年 

第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 第Ⅱ回 ― 第Ⅰ回 第Ⅱ回 第Ⅰ回 

70％ 64％ 63％ 63％ 57％ 64％ 62％ 68％ 73％ 71％ 

（注）令和 2年までの合格基準：上記得点比率を上回っていても、試験科目のうち 1科

目でも、その満点の 40％の得点を満たさないものがある場合は不合格となることが

ある。 

令和 3年以降の合格基準：上記得点比率を上回っていても、試験科目のうち 1科

目でも、その満点の 40％の得点を満たさず、かつ、原則として答案提出者の下位

から遡って 33％の人数に当たる者と同一の得点に満たないものがある場合は不合

格となることがある。 

 

・ 短答式試験科目の全部又は一部免除 

大学等において 3 年以上商学若しくは法律学に属する科目の教授等

であった者又は博士の学位取得者、司法修習生となる資格を得た者は、

申請により、短答式試験の免除を受けることができる。また、短答式試

験合格者は、合格発表の日から起算して 2 年を経過する日までに行わ

れる短答式試験の免除を受けることができる。 

さらに、税理士資格取得者、会計専門職大学院修了者等については、

申請により、試験科目の一部の免除を受けることができる。 

なお、短答式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、当該

免除科目を除いた他の試験科目の合計得点の比率によって合否が判定

される。 

 

≪令和 4 年度の免除件数≫          

全科目 

免除 

商学若しくは法律学に係る大学教授等又は博士の学位取得者 12 件 

司法修習生となる資格を得た者 84 件 

短答式試験合格者（令和 2年又は令和 3年試験のみ） 1,829 件 

一部科目 

免除 

税理士資格取得者等 69 件 

会計専門職大学院修了者 140件 

会計又は監査に関する実務経験者 8 件 
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イ 論文式試験 

・ 実施回数・時期 

  年 1回（例年、8月中下旬） 

   ・ 試験科目 

必須 4 科目：会計学、監査論、企業法、租税法 

選択科目：経営学、経済学、民法、統計学のうち 1科目 

・ 合格基準 

52％の得点比率を目安として、審査会が相当と認めた得点比率を合

格基準としている。ただし、1科目につき、その得点比率が 40％に満た

ないもののある者は、不合格となることがある。 

なお、論文式試験は、1 人の答案を複数の試験委員が採点しており、

試験委員間及び試験科目間の採点格差は、標準偏差により調整してい

る。 

≪過去の合格得点比率≫ 

H30年 R 元年 R2 年 R3 年 R4 年 

52.0％ 52.0％ 51.8％ 51.5％ 51.6％ 

（注）試験科目のうち 1 科目でも、その得点比率が 40％に満たないものがある場合

は不合格となることがある。 

≪合格者等の推移≫ 

 H30年 R 元年 R2 年 R3 年 R4 年 

願書提出者 11,742人 12,532 人 13,231人 14,192 人 18,789人 

論文式合格者 1,305 人 1,337 人 1,335 人 1,360 人 1,456 人 

最終合格率 11.1％ 10.7％ 10.1％ 9.6％ 7.7％ 

（注）願書提出者の人数は、短答式試験の第Ⅰ回及び第Ⅱ回のいずれにも願書を提出

した者は名寄せして集計。 

 

・ 論文式試験科目の一部免除 

大学等において 3 年以上商学、法律学若しくは経済学に属する科目

の教授等であった者又は博士の学位取得者、司法修習生となる資格を

得た者、税理士資格取得者等については、申請により試験科目の一部の

免除を受けることができる。 

また、論文式試験のうちの一部の科目について、審査会が相当と認め

る成績を得た者は、合格発表の日から起算して 2 年を経過する日まで

に行われる論文式試験の当該科目の免除を受けることができる（注）。 

なお、論文式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、当該

免除科目を除いた他の科目の合計得点比率によって合否が判定される。 

（注）試験科目のうち一部の科目について、同一の回の論文式試験合格者の平均得点

比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者を論文式試験一

部科目免除資格取得者としている。 
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≪令和 4 年度の免除件数≫        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）受験願書等のインターネット受付 

受験者等の利便性向上のため、公認会計士試験の受験願書の提出等の手

続について、平成 29年第Ⅰ回短答式試験からインターネット受付サービス

を導入している。 

インターネット願書受付件数の割合は年々増加しており、令和 5 年公認

会計士試験における割合は第Ⅰ回、第Ⅱ回ともに 9割を超えている。 

 

≪インターネット受付サービスの利用状況≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．公認会計士試験の実施状況 

 

（１）試験実施における新型コロナウイルス感染症対策 

   試験の実施に当たり、新型コロナウイルス感染症対策として、体調不良の

受験者（発熱のある者を含む。）に対して受験を控えるよう要請を行うとと

もに、試験場入場前の検温の実施、試験場におけるマスクの着用、密の回避

の徹底及び試験室の換気等を講じた（P107資料３－２）。 

商学、法律学若しくは経済学に係る大学教授等又は博士の学位取得者 12 件 

司法修習生となる資格を得た者 84 件 

税理士資格取得者 14 件 

論文式試験一部科目免除資格取得者（令和 2年又は令和 3年試験のみ） 679件 

 願書受付件数（a） 

  

うち、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付件数

（b） 

利用率（b/a） 

H29年 
第Ⅰ回 7,818件 3,470件 44.4％ 

第Ⅱ回 8,214件 3,700件 45.0％ 

H30年 
第Ⅰ回 8,373件 5,157件 61.6％ 

第Ⅱ回 8,793件 5,313件 60.4％ 

R元年 
第Ⅰ回 8,515件 6,280件 73.8％ 

第Ⅱ回 9,531件 6,787件 71.2％ 

R2年 
第Ⅰ回 9,393件 7,313件 77.9％ 

第Ⅱ回 10,191件 7,707件 75.6％ 

R3年 － 14,192件 11,868件 83.6％ 

R4年 
第Ⅰ回 12,719件 11,347件 89.2％ 

第Ⅱ回 14,958件 13,462件 90.0％ 

R5年 
第Ⅰ回 14,550件 13,571件 93.3％ 

第Ⅱ回 15,883件 14,741件 92.8％ 
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（２）令和 4年公認会計士試験 

   令和 4年公認会計士試験の実施スケジュールは、以下のとおりである。 

 

≪令和 4年公認会計士試験実施スケジュール≫ 

区 分 
願書受付 
開  始 

願書受付 
締  切 

試験期日 合格者発表 

第 Ⅰ 回 

短 答 式 

令和 3年 

8月 27日 

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願) 

令和 3年 9月 16日 
令和 3年 12月 12日 令和 4年 1月 21日 

(書面による出願) 

令和 3年 9月 10日 

第 Ⅱ 回 

短 答 式 

令和 4年 

2月 1日 

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願) 

令和 4年 2月 24日 
令和 4年 5月 29日 令和 4年 6月 24日 

(書面による出願) 

令和 4年 2月 18日 

論 文 式 ― 
令和 4年 8月 19日 

～21日 
令和 4年 11月 18日 

  

≪試験結果の概要≫

 

 

ア 願書提出者   

  令和 4 年公認会計士試験の願書提出者は、18,789 人となっており、前

年の 14,192 人に比べ 4,597人（32.4％）増加した。   

 

 イ 短答式試験合格者 

・短答式試験受験者 16,701人 

・短答式試験合格者  1,979人       （P109資料３－３参照） 

 

区   分 令和 4年試験 （参考）令和 3 年試験 

願書提出者(a) 18,789 人 14,192 人 

短答式試験受験者 16,701 人 12,260 人 

短答式試験合格者(b) 1,979 人 2,060人 

短答式試験免除者(c) 2,088 人 1,932人 

論文式試験受験者(b+c) 4,067 人 3,992人 

最終合格者数(d) 1,456 人 1,360人 

合格率(d/a) 7.7％ 9.6％ 
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 ウ 論文式試験合格者（最終合格者） 

・論文式試験受験者   4,067人 

うち令和 4年の短答式試験合格者 1,979人 

短答式免除者 2,088人 

・最終合格者 1,456人 

（合格率 7.7％（最終合格者数/願書提出者数）） 

（論文式試験合格率 35.8％（最終合格者数/論文式受験者数）） 

（P110資料３－４参照） 

 

合格者を年齢別にみると、25歳未満が全体の 65.2％を占め、平均年齢

は 24.4歳であった（最高年齢は 58 歳、最低年齢は 17歳）。 

 また、合格者を職業別にみると、「学生」・「専修学校・各種学校受講生」

が 963人（構成比 66.1％）、「会社員」が 94人（構成比 6.5％）であった。 

女性の合格者は 327人（構成比 22.5％）となっている。 

   なお、論文式試験一部科目免除資格取得者（注）は 504人（属人ベース）

となった。 

（注）論文式試験の一部科目免除資格の付与として審査会が相当と認めた得点比率は

56.0％。 

 

（３）令和 5年公認会計士試験 

令和 5年公認会計士試験の実施スケジュールは以下のとおりである。 

 

≪令和 5年公認会計士試験実施スケジュール≫ 

区 分 
願書受付 
開  始 

願書受付 
締  切 

試験期日 合格者発表 

第 Ⅰ 回 

短 答 式 

令和 4年 

8月 26日 

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願) 

令和 4年 9月 15日 
令和 4年 12月 11日 令和 5年 1月 20日 

(書面による出願) 

令和 4年 9月 9日 

第 Ⅱ 回 

短 答 式 

令和 5年 

2月 6日 

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願) 

令和 5年 2月 27日 
令和 5年 5月 28日 令和 5年 6月 23日 

(書面による出願) 

令和 5年 2月 17日 

論 文 式 ― 
令和 5年 8月 18日 

～20日 
令和 5年 11月 17日 

 

令和 5年第Ⅱ回短答式試験以降は「マスク着用の考え方の見直し等につ

いて」などの政府方針を踏まえたうえで、必要に応じた対策を講じる予定

である。 
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＜令和 5年第Ⅰ回短答式試験（令和 4年 12月 11日実施）結果の概要＞ 

・願書提出者 14,550 人 

・答案提出者 11,401人 

・合格者 1,182人          （P118資料３－５参照） 

 

＜令和 5年第Ⅱ回短答式試験の出願状況＞ 

・願書提出者 15,883 人 

 

３．公認会計士試験に係る情報発信等 

 

2022事務年度金融行政方針において、「公認会計士試験受験者の増加・裾野

拡大のための広報活動を実施する。」となっていることを踏まえて、審査会で

は、主に大学生等若年層に向けた広報活動に努めている。 

具体的には、会長・常勤委員等が、全国の大学等において、公認会計士の社

会的役割や活躍領域の拡大、会計監査の意義等をテーマとした講演を行って

いる。令和 4年度においては、オンライン形式も併用することにより、財務局

から新たに紹介を受けた 2校を含む大学 15校で講演を実施した（P119資料３

－６参照）。また、情報発信を充実させる観点から、公認会計士の業務や当年

度の試験の実施概要等を掲載した試験パンフレットを毎年作成しており、上

記講演や商学部や経営学部がある大学の付属高校等において配布したほか、

審査会ウェブサイトに掲載した。 

なお、試験の透明性や信頼性の確保を図る観点から、試験問題に加えて受験

者数、合格者数、得点階層分布等、試験結果の詳細について情報提供を引き続

き行っている（P110資料３－４、P118 資料３－５参照）。 

 

４．今後の課題 

 

  公認会計士試験を運営・実施していく上での基本的課題は、試験を公平かつ

円滑に実施するとともに、我が国経済の将来を担う前途有為な若者をはじめ

多様な人々が公認会計士試験に挑戦することを促していくことである。 

試験実施に当たっては、試験問題の作成・採点や全国各地の試験会場の適切

な運営など一連の試験業務に万全な態勢で取り組んでいく必要がある。 

また、公認会計士試験における透明性・信頼性を確保するため、試験の合格

判定基準・配点の公表や受験者への成績通知等、積極的な情報提供を引き続き

行っていく必要がある。 

昨今の状況を踏まえた具体的な課題への取組は、以下のとおりである。 

 

（１）自然災害を踏まえた試験運営 

近年の自然災害の多発化・激甚化を踏まえ、これらの影響により、当日の



 

- 27 - 

 

試験実施が困難となる場合を想定した検討・準備を行った。 

 

（２）受験願書等に係るインターネット受付の利便性向上 

受験者の利便性向上に向け、令和 7 年第Ⅰ回短答式試験から、インターネ

ット受付サービスにおける各種書面手続のオンライン化の拡充等を実施す

る予定である。 

 

（３）公認会計士試験受験者増に向けた取組 

願書提出者の増加傾向を持続するため、資本市場における会計・監査の重

要性、公認会計士の使命、さらには、監査業務以外の活躍フィールドの拡大

といった公認会計士の魅力等について、全国の大学等における講演活動や、

商学部や経営学部がある大学の付属高校への試験パンフレットの配布等を

積極的に行うなど、公認会計士試験受験者の増加・裾野拡大のための広報活

動の充実に、引き続き取り組んでいく必要がある。 

 

（４）公認会計士試験受験者増を受けた対応 

受験者の増加に伴い、財務局等と連携し、それに見合った規模の試験場を

確保するとともに、一部の試験場においては交通機関の増便を手配してい

る。また、試験監督に当たっては、業務委託等を活用して必要十分な人員を

確保し、万全の体制で実施している。 
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第４章 公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議 

 

１．制度の概要 

 

金融庁長官が監査事務所に対して懲戒処分等（注１）をするとき（審査会の

勧告に基づいて懲戒処分等が課される場合又は監査法人に対する課徴金納付

命令は除く。）には、聴聞を行った後に、審査会の意見を聴くこととされてい

る（法第 32条第 5項）。具体的には、審査会は、金融庁長官から示された、処

分対象の事実、適用法令、聴聞内容及び量定（処分の重さ）等の処分に関する

事項について審議を行い、金融庁長官の判断が妥当かどうかに関して意見を

表明している。 

 

≪調査審議の概要≫ 

 

 

 

 
 

（注１）懲戒処分等は、監査事務所が監査業務において虚偽又は不当な証明を行った場合、

法令等に違反した場合若しくは著しく不当と認められる業務の運営を行った場合等

に課される。 

（注２）懲戒処分等に関する事件の調査（事件関係人等に対する審問又は意見若しくは報告

を徴すること、帳簿書類その他の物件の提出を命じること等）は、金融庁長官が行う。 

 

２．事案の概要 

 

令和 4 年度において、金融庁から意見を求められ、審査会が調査審議を行

った事案は 6件であり、その概要は以下のとおりである。 

 

≪審議状況≫ 

審議を行った審査会 処分対象 

事案 1 第 431回審査会（令和 4年 4月 7

日） 

公認会計士 1名 

事案 2 第 436回審査会（令和 4 年 6月 16日） 公認会計士 8名 

事案 3 第 436回審査会（令和 4 年 6月 16日） 公認会計士 1名 

事案 4 第 436回審査会（令和 4 年 6月 16日） 公認会計士 1名 

事案 5 第 439回審査会（令和 4 年 7月 21日） 公認会計士 10名 

事案 6 第 441回審査会（令和 4 年 9月 8日） 公認会計士 1名 

 

② 意見を聴く 

④ 意見を表明する 

公認会計士・監査審査会 

③ 調査審議 

 

金融庁 

① 監査事務所の懲戒処分等
に関する事件の調査・聴聞 

（注２） 
⑤ 懲戒処分等の決定 
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事案１ 

著しい利害関係を有していたにもかかわらず財務書類の監査証明を行った

ほか、監査報告書に利害関係の明示を怠った公認会計士（1名）に対する懲戒

処分事案に関し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当であるとの意見を

表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 4年 4月 20 日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

１．懲戒処分の対象者及び内容 

 ・公認会計士 A 

業務停止 1月（令和 4 年 4月 22 日から令和 4 年 5月 21 日） 

 

２．処分理由 

上記の公認会計士は、平成 18 年３月期監査から令和２年３月期監査まで、山梨県民信

組の会計監査人に就任していた。 

当該期間中、上記の公認会計士は、平成 27 年４月２日に他の金融機関から借入れた

1,200 万円を、平成 28年４月 21 日に山梨県民信組で借り換えた（令和元年９月に当該借

入金は完済）。 

以上のことから、上記の公認会計士は、公認会計士法第 24 条第１項の規定に違反し、

平成 29 年３月期監査から平成 31 年３月期監査まで、監査先である山梨県民信組との間

で著しい利害関係を有していたにもかかわらず財務書類の監査証明を行ったほか、同法

第 25 条第 2 項の規定に違反し、監査報告書に利害関係の明示を怠った。 

 

事案 2 

日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修の必要単位数を履

修していない公認会計士（8名）に対する懲戒処分事案に関し、調査審議を行

い、金融庁長官の判断が妥当であるとの意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 4年 6月 30 日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

１．懲戒処分の対象者及び内容 

・公認会計士 A 

 戒告 

・公認会計士 B 

 戒告 

・公認会計士 C 

 戒告 
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・公認会計士 D 

 戒告 

・公認会計士 E 

 業務停止１月（令和４年７月４日から令和４年８月３日まで） 

・公認会計士 F 

 業務停止１月（令和４年７月４日から令和４年８月３日まで） 

・公認会計士 G 

 業務停止１月（令和４年７月４日から令和４年８月３日まで） 

・公認会計士 H 

 業務停止１月（令和４年７月４日から令和４年８月３日まで） 

 

２．処分理由 

上記の公認会計士は、公認会計士法第 28 条に規定する「日本公認会計士協会が行う資

質の向上を図るための研修」について、平成 28 年度、平成 29年度及び平成 30年度にお

いて、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令（平成 16 年内閣府令第

17 号）第１条第１項に規定する必要単位数を履修していない。 

 

事案 3 

不正経理に積極的に協力した公認会計士（1名）に対する懲戒処分事案に関

し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当であるとの意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 4年 6月 30 日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

１．懲戒処分の対象者及び内容 

・公認会計士 C 

業務停止６月（令和４年７月１日から令和４年 12月 31 日まで） 

 

２．処分理由 

上記の公認会計士は、平成 26年 4月から平成 28年 3月の期間において、A 社と、自身

が代表社員を務める B 社との間で業務委託契約を締結し、会計帳簿の作成、経理業務支

援、内部統制機構構築支援等の業務を行っていた。 

上記の公認会計士は、平成 26年 12月頃、A社からの相談に応じ、売上の過大計上を行

うための循環取引スキームを構築したほか、同スキームの一部に B社を関与させ、A 社が

売上過大計上の協力企業に支払う金額の一部を立替払いするなどして、A社の不正経理に

積極的に協力した。 
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事案 4 

不適切な会計処理に協力した公認会計士（1名）に対する懲戒処分事案に関

し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当であるとの意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 4年 6月 30 日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

１．懲戒処分の対象者及び内容 

・公認会計士 C 

業務停止６月（令和４年７月１日から令和４年 12月 31 日まで） 

 

２．処分理由 

上記の公認会計士は、自身が代表税理士を務める A 税理士法人の関与先である B 社の

代表取締役からの依頼に応じ、実務担当者に対して、平成 27年 5 月期及び平成 28 年 5 月

期の B 社の消費税納税額を減額するように指示し、不真正の税務書類を作成させるなど

して、B社が行った不適切な会計処理に協力した。 

 

事案 5 

日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修の必要単位数を履

修していない公認会計士（10 名）に対する懲戒処分事案に関し、調査審議を

行い、金融庁長官の判断が妥当であるとの意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 4年 7月 29 日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

１．懲戒処分の対象者及び内容 

・公認会計士 A 

 戒告 

・公認会計士 B 

 戒告 

・公認会計士 C 

 戒告 

・公認会計士 D 

 戒告 

・公認会計士 E 

 戒告 

・公認会計士 F 

 戒告 

・公認会計士 G 
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 戒告 

・公認会計士 H 

 業務停止 1月（令和 4年 8 月 2 日から令和 4年 9月 1 日まで） 

・公認会計士 I 

 業務停止 1月（令和 4年 8 月 2 日から令和 4年 9月 1 日まで） 

・公認会計士 J 

 業務停止 1月（令和 4年 8 月 2 日から令和 4年 9月 1 日まで） 

 

２．処分理由 

上記の公認会計士は、公認会計士法第 28 条に規定する「日本公認会計士協会が行う資

質の向上を図るための研修」について、平成 28年度から平成 30年度までの間、公認会計

士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令（平成 16 年内閣府令第 17 号）第１条第

１項に規定する必要単位数を履修していない。 

 

事案 6 

税理士法の規定に基づき税理士業務の停止処分を受けた公認会計士（1 名）

に対する懲戒処分事案に関し、調査審議を行い、金融庁長官の判断が妥当であ

るとの意見を表明した。 

金融庁長官は、この審査会の意見を受け、令和 4年 9月 22 日に当該公認会

計士に対して懲戒処分を行った。 

（参考）処分の概要（金融庁公表資料より） 

１．懲戒処分の対象者及び内容 

・公認会計士 A 

業務停止 3月（令和 4 年 10 月 1 日から令和 4年 12月 31 日） 

 

２．処分理由 

上記の公認会計士は、財務大臣から税理士法（昭和 26 年法律第 237号）の規定に基づ

く 2年の税理士業務の停止処分を受けた。 

当該事実は、公認会計士法第 26 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認めら

れる。 
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第５章 諸外国の関係機関との協力 

 

１．監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）における活動 

 

（１）設立の経緯 

米国のエンロン及びワールドコム等における会計不祥事に端を発して、

会計監査の品質の確保・向上の必要性が認識され、平成 14(2002)年以降、

世界各国で会計専門職から独立した監査監督機関が設立された。 

こうした中、各国における監査監督機関の情報交換等を行うことを目的

として、金融安定化フォーラム（FSF：Financial Stability Forum。現在は、

金融安定理事会（FSB：Financial Stability Board）に再構成）主催により、

平成 16(2004)年 9月に第 1回監査人監督者会議がワシントン D.C.において

非公式に開催され、我が国を含む 9か国（日本、米国、英国、ドイツ、フラ

ンス、イタリア、カナダ、オーストラリア、シンガポール）が参加した。そ

の後も非公式会合として開催を重ねる中で、常設の国際機関設立の機運が

高まり、平成 18(2006)年 9 月にパリで開催された第 5 回監査人監督機関会

議において、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR：International Forum of 

Independent Audit Regulators）の設立が正式に承認された。その最初の本

会合が、審査会の主催により、平成 19(2007)年 3月に 22か国の監査監督当

局の参加を得て、東京で開催された。 

  IFIAR の活動目的については、平成 20(2008)年 9 月の第 4 回ケープタウ

ン本会合（Plenary Meeting）で、憲章（Charter）の一部として以下の①～

③が定められた。さらに、平成 25(2013)年 4月の第 13回ノールドワイク本

会合で、憲章の改訂を通じて、新たに④も追加された。 

① 監査事務所の検査に焦点を当て、監査市場の環境に関する知識や監

査監督活動の実務的な経験を共有すること。 

② 監督活動における協力及び整合性を促進すること。 

③ 監査の品質に関心を有する他の政策立案者や組織との対話を主導す

ること。 

④ 個々のメンバーの法令で定められた任務及び使命を考慮の上、メン

バーにとって重要事項に関する共通かつ一貫した見解又は立場を形成

すること。 

審査会及び金融庁は、IFIARを通じた国際的な監査の品質の向上への貢献、

監査を含む国際金融規制活動における日本の発言力の向上、東京の国際金

融センターとしての地位確立への貢献という観点から、平成 27(2015)年 1

月、IFIARの本部事務局の東京誘致を目指して立候補を行った。産官学を挙

げた招致活動の結果、平成 28(2016)年 4月の第 16回ロンドン本会合におい

て、事務局の東京設置が決定され、平成 29(2017)年 4 月に、事務局が開設

された。 
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（２）組織 

IFIAR は、メンバー資格を有する各国・地域の監査監督当局により構成

され、令和 5(2023)年 3 月末時点では 54 か国・地域の当局が加盟している。 

重要な意思決定は、全メンバー当局が参加する本会合において行われる

（P120資料４－１参照）。令和 4（2022）年 4月の第 22回本会合は、世界

的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてオンラインでの開催となっ

た。 

議長職及び副議長職については、IFIAR の活動を円滑に進めるため、個

人資格として置かれている。令和 5(2023)年 3 月末現在、議長国は米国、

副議長国は日本が務めている（後述）。 

平成 29(2017)年 4 月には、前述の常設の事務局とともに、新たに 16 当

局以内で構成される代表理事会（IFIAR Board）が設置され（後述、日本も

メンバー）、第 1回代表理事会が東京で開催された。 

また、IFIAR には、令和 5(2023)年 3月末現在、5つのワーキング・グル

ープ（WG）が設けられている。それぞれの目的及びその活動状況等につい

ては、以下の（３）イにおいて述べる。 

 

 



 

- 35 - 

 

 

 

（３）活動状況 

 

  ア 本会合等における活動 

（ア）第 22回本会合（オンライン形式） 

令和 4（2022）年の第 22 回本会合は、世界的な新型コロナウイルス

感染症の拡大を受けて、4 月 25 日から 27 日までの日程でオンライン

形式により開催された。 

当該会合では、IFIAR メンバーが目指す方向性を示した「コア原則」

の改定、要件を緩和した新たな準会員資格の創設が承認されたほか、

監査監督の現状や、ニューノーマルとなり得る環境下における新たな

トレンドや動向が監査監督当局に与え得る影響等について議論が行わ

れた（P121資料４－２参照）。 

なお、通常、本会合において実施している6大監査ネットワーク（注）

の CEO とのセッションについては、令和 4（2022）年 5 月から 6 月に

かけて順次オンライン形式にて開催され、監査や監査品質に影響し得

る事象・取組や、監査法人の組織文化・人材、ESG情報の開示・保証等

について議論が行われた。 

 

（注）6大監査ネットワークとは、Deloitte Touche Tohmatsu、Ernst & Young、KPMG、

PricewaterhouseCoopers、BDO及び Grant Thornton を指す。 
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（イ）IFIAR副議長国としての活動 

令和 3（2021）年 4月の本会合において、長岡 隆 金融庁総合政策局

参事官 兼 IFIAR戦略企画室長（当時、現 審査会事務局長 兼 金融庁

総合政策局審議官）が、副議長に選出された。任期は、令和 5（2023）

年 4月本会合までの約 2年間となる。 

副議長国として、組織運営に責任を有する立場から、監査や監査監

督をめぐる新規課題に関する意見交換を IFIAR 内で機動的に実施すべ

く議論を牽引した。特に、メンバー間で関心が高い ESG については、

タスクフォースの設立を含めた検討を推進した。また、更なるメンバ

ーの拡大に向けて、準会員資格の創設への積極的な貢献を行った。  

 

（ウ）代表理事会 

平成 27(2015)年、IFIAR は、国際機関としての機能強化に対応する

ため、これまでの議長及び副議長主導による業務執行体制を改め、合

議制（代表理事会）によるメンバー当局主導の体制に移行することに合

意した。当該ガバナンス体制改革の結果、平成 29(2017)年 4 月に、代

表理事会が設置された。代表理事会は、指名理事（Nominated member）

8当局及び選出理事（Elected member）最大 8当局の最大 16当局で構

成される意思決定機関であり、我が国は、IFIAR 憲章に基づく選考手

続（ポイント方式）に従い、平成 29(2017)年 4 月の IFIAR 本会合にお

いて正式に指名理事に就任し、任期満了となった令和 3年（2021）年 4

月の本会合において指名理事に再選された（任期は 4年間）。 

代表理事会においては、IFIAR のガバナンス機構として、IFIARの戦

略プランや業務運営等に関する議論を行っている。令和 4(2022)年度

においては、同年 4 月及び 6 月にオンライン会合、10 月に独・ベルリ

ン会合、12 月にオンライン会合、令和 5（2023）年 2 月に東京会合が

開催された。 

また、令和 4（2022 年）12 月の代表理事会において、代表理事会傘

下のサブグループとして、サステナビリティ及び ESG 報告の保証に関

する IFIAR の取組について検討・調整を行う新たなタスクフォース

（SATF: Sustainability Assurance Task Force）が設立され、日本も

これに参加している。 

令和 5（2023）年 2月の代表理事会において、令和 6（2024）年 4月

本会合の日本（大阪）開催が承認された。 

 

（エ）検査指摘事項報告書 

平成 24(2012)年から、メンバー当局の検査結果の傾向に係る情報提

供を目的として、6 大監査ネットワークの品質管理態勢及び個別監査

業務に関する当局検査結果を集計し、「検査指摘事項報告書」を公表し

ている。 
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11回目となった 2022年調査（P125資料４－３参照）には、51当局

が参加した。本報告書は、2023 年３月 22日に、審査会及び金融庁ウ

ェブサイトで公表した。 

本報告書では、上場会社の個別監査業務に係るメンバー当局全体の

検査指摘率を集計しており、初年度の 2014年調査の 47％から減少傾

向が続き、2022年調査では 26%となっている。 

 

（注）検査指摘率とは、個別監査業務における検査での指摘率（検査を実施した上場

会社の個別監査業務のうち、少なくとも 1 つの重要な不備があった割合） 

 

≪メンバー当局全体の検査指摘率の推移≫ 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018 年 2019年 2020年 2021年 2022年 

47% 43% 42% 40% 37% 33% 34% 30％ 26％ 

 

 

イ 各ワーキング・グループにおける活動 

（ア）グローバル監査品質（GAQ）ワーキング・グループ 

6 大監査ネットワークとグローバルな監査の品質の向上を目的とし

て当局間での意見交換や、各ネットワークとの継続的な対話を実施し

ている。 

令和 4(2022)年度においては対面形式で、10 月にベルリン会合、及

び令和 5（2023）年 3月にシンガポール会合を開催し、検査指摘率の削

減の取組に加え、各ネットワークにおける新たな国際品質管理基準第

1 号（ISQM1）適用の対応状況や、各ネットワークが現在直面している

課題等について議論を行った。 

また、GAQWG では、上記検査指摘に係る調査を活用し、全 IFIARメン

バー国・地域の約半数の参加先について、令和元(2019)年の指摘率

32％を、令和 5(2023)年までの 4年間で 25％以上削減し、24%以下にす

ることを目標とする検査指摘率削減の取組を行っている。 

さらに、監査人が現在直面しているリスクやマクロ経済環境等、将

来的に監査や監査監督に影響を与え得るリスクを広範に議論するため、

平成 27(2015)年 9 月より、リスクに関するオンライン会議（リスクコ

ール）を開催している。我が国は第 6回（平成 30(2018)年 11月）から

米国に替わり議長を務めており、第 10 回（令和 4(2022)年 12 月）で

は、リスク認識の可視化を目的として、ダッシュボードの作成に取り

組んだほか、監査品質に影響し得るリスク要因について議論を行った。 

 

（イ）基準調整ワーキング・グループ 

国際監査・保証基準審議会（IAASB）及び国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）が設定する基準に関する意見交換や、これらの基準設定主体
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が公表する公開草案等に対するコメントレターの作成等を行うことを

目的としている。 

 

（ウ）検査ワークショップ・ワーキング・グループ 

IFIAR メンバー当局検査官の技能研鑽と検査手法及び検査に係る経

験や課題の共有を目的として、毎年、IFIAR 検査ワークショップを企

画・調整し、開催している（P130 資料４－４参照）。併せて、検査ワ

ークショップの事後的な評価等も行っている。 

第 17 回検査ワークショップは、令和 5(2023)年 3 月に対面形式でイ

ンドネシアにて開催され、日本を含め約 40か国・地域から約 120人の

検査官等が参加した。なお、日本は、長岡 IFIAR 副議長が IFIAR の活

動を紹介したほか、審査会から主任検査官 1 人をパネリストとして派

遣し、米国、シンガポールとともに、中小監査法人に対する検査に係

るプレゼンテーションを実施した。 

 

（エ）投資家・その他利害関係者ワーキング・グループ 

監査報告書の利用者である投資家・その他の利害関係者と監査品質

の向上に資する事項について対話し、得られたインプットを IFIAR に

還元することを目的としており、IFIAR本会合における投資家・その他

利害関係者の代表者との意見交換等の企画・調整等も行っている。 

また、ワーキング・グループ内に投資家・その他利害関係者から構成

される諮問グループ（Advisory Group）が設置されており、我が国から

は清原健弁護士（清原国際法律事務所）がメンバーとなっている。 

 

（オ）執行ワーキング・グループ 

投資家保護や監査品質の向上のため、調査及び執行分野における監

査監督当局間の協力関係を促進し、同分野に関する各当局の制度や取

組について情報交換等を行うことを目的とし、執行ワークショップ（隔

年）及び執行サーベイ（4年毎）を軸として活動している。 

 

（４）日本 IFIAR ネットワーク 

平成 28(2016)年 12 月、日本で活動するステークホルダーによる「日本

IFIARネットワーク」が設立され、IFIAR 事務局の国内におけるネットワー

キングへの寄与、我が国における監査に関する議論の IFIAR 事務局へのイ

ンプット、IFIAR 要人や審査会・金融庁担当者によるセミナーや寄稿等を

通じた IFIAR における取組の紹介、などの活動を行っている（P131 資料４

－５参照）。 

令和 4(2022)年 7 月には第 6 回総会が開催され、IFIAR が平成 29（2017）

年に東京に事務局を設置してから 5 年間の IFIAR の活動の振り返りと今後

の展望や、高品質な監査の実現に向けた ISQM1、我が国の改訂品質管理基準
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への準備状況等について意見交換を行った。 

 

２．二国間での協力 

 

企業活動のグローバル化を踏まえ、連結財務諸表監査における海外監査法

人の監査結果の利用等、国境を越えた監査手続上の協力がこれまで以上に重

要になっており、グローバルな監査監督体制の構築を図る上で各国当局等と

の連携強化が不可欠となっている。審査会は、IFIARへの参加だけでなく、監

査やその検査活動に係る課題や国際的に活動する監査事務所に係る情報共有

等を目的として、各国の監査監督当局との間で意見交換を実施するとともに、

監査監督上の情報交換枠組み（注）の締結や、監査制度及び監査監督体制に関

する同等性評価や相互依拠を行うなど、二国間での協力関係の構築・充実に努

めている。 

（注）日本と監査監督上の情報交換枠組みのある関係当局 

・米国公開会社会計監督委員会（PCAOB：Public Company Accounting Oversight Board） 

・カナダ公共会計責任委員会（CPAB：Canadian Public Accountability Board） 

・マレーシア監査監督委員会（AOB：Audit Oversight Board of Malaysia） 

・オランダ金融市場庁（AFM：the Netherlands Authority for the Financial Markets）※ 

・ルクセンブルク金融監督委員会（CSSF：Commission de Surveillance du Secteur Financier） 

・英国財務報告評議会（FRC：Financial Reporting Council） 

・フランス会計監査役高等評議会（H3C：Haut Conseil du Commissariat aux Comptes） 

・中国財政部（MoF：Ministry of Finance） 

・スイス連邦監査監督庁（FAOA： Federal Audit Oversight Authority）※ 

      ※は検査等の相互依拠を内容として含むもの。 

 

３．今後の課題 

 

企業活動のグローバル化により、監査業務もクロスボーダー化が進展し、

グローバルレベルでの監査品質の確保・向上が課題となっている。こうした

中、各国で発生した会計不正事案に伴う監査法人の課題、イノベーションの

進展や気候変動リスクに関連した将来的な監査の在り方に関する問題意識、

ポストコロナにおける新しい環境への対応等監査をめぐる多くの課題は、各

国・地域の監査監督当局間で共有されている。 

こうした状況にあって、審査会は、各国・地域の監査監督当局との連携を

一層強化することにより、上記に挙げた国際機関や諸外国での監査をめぐる

議論について的確に情報収集するとともに、監査事務所の活動や審査会の業

務等に与える影響について分析し、必要に応じ、モニタリングに反映させる

等、的確な対応を行う必要がある。 

IFIAR 関連の活動に関しては、令和 5(2023)年 4 月にワシントン DC で開催

された第 23回 IFIAR本会合において、長岡副議長が議長に選出された。アジ

アからの議長就任は、平成 18(2006)年の IFIAR 設立後、初である。こうした

中、IFIAR 議長国としてメンバーの多様な視点を機動的に取り込む組織運営
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や対外コミュニケーションの強化、IFIAR メンバー拡大などに貢献していく

とともに、令和 6(2024)年 4 月に日本（大阪）で開催予定の第 24 回 IFIAR 本

会合の準備も進めていく。また、IFIAR の活動をより一層支援していくため、

審査会及び金融庁として次のような取組を強化していく必要がある。 

・ 各種会議等 IFIAR の活動へ積極的な貢献を行い、グローバルな監査の

品質の向上に向け、多国間の協力ネットワークの強化を図る。 

・ IFIAR事務局の円滑な運営に向け、支援を継続する。 

・ 日本 IFIAR ネットワーク等を通じ、IFIAR における議論を国内に還元

するとともに、IFIARの活動に関する情報発信を強化する。 

  

さらに、これらの動きに対応できるグローバルな人材の育成・確保にも着

実に取り組む。 
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公認会計士・監査審査会発足の経緯 

 
平成 12 年６月の公認会計士審査会(当時)において取りまとめられた公認会計士

制度整備に関する検討を引き継いだ金融審議会公認会計士制度部会は、平成 13 年

10 月以降、公認会計士監査制度の在り方について検討を行った。本検討は、企業

会計不正事件に対する米国政府の対応などの国際的動向も踏まえ、グローバルな

経済環境のもとにある今日の我が国の経済社会において、資本市場に対する信認

をいかに確保し、その機能を向上させるべきかという観点から行われた。 

同部会による報告では、市場の機能が十分に発揮されるためには、内部監査や監

査役（監査委員会）監査と公認会計士監査との連携をはじめとするコーポレート・

ガバナンスの充実・強化とともに、公認会計士監査を巡る制度環境の整備が必要

不可欠であるとの基本認識のもと、 

１ 公認会計士は不断の自己研鑽による専門知識の習得、高い倫理観と独立性

の保持により、監査と会計の専門家としての使命と職責を果たすべきとの観

点から、公認会計士の使命と監査の目的を法制度上明確化すること 

２ 監査の適切性を確保するため、被監査企業への非監査証明業務の同時提供

の禁止、監査法人における関与社員による継続的監査の制限、関与社員の被

監査企業への就任制限を行い、公認会計士や監査法人の独立性を強化するこ

と 

３ 協会による自主規制の限界を補完するとともに、公平性・中立性・有効性

を確保するとの観点から、協会が行っている品質管理レビューに対する行政

によるモニタリングを導入すること 

４ 我が国の経済社会において公認会計士が担うべき役割に鑑み、監査証明業

務に従事しうるにふさわしい一定水準の能力を有する監査と会計の専門家の

存在を今後とも確保していくために、公認会計士試験制度を見直し、①社会

人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい制度とすること、②一定の要

件のもとで、実務経験者等に対して試験の一部を免除すること、③専門職大

学院との連携を図ること 

などが提言された。 

本報告を踏まえ、公認会計士法の一部を改正する法律案が平成15年の第156回国

会に提出され、国会の審議を経て、同年５月に改正公認会計士法が成立し、平成

16 年４月に金融庁に従前の公認会計士審査会を改組・拡充して「公認会計士・監査

審査会」が設置された。 
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（参考）組織の沿革 

 

昭和 23 年８月  ・公認会計士法の施行。 

・公認会計士試験の実施及び公認会計士等の監督のた

めの行政委員会として「会計士管理委員会」を設置。 

昭和 24 年６月  ・「会計士管理委員会」が廃止。 

・同委員会の所掌事務が大蔵省に移管され、大蔵大臣

の諮問機関としての「公認会計士審査会」を設置。 

昭和 25 年４月  ・「公認会計士審査会」が廃止。 

・公認会計士試験の実施及び公認会計士等の監督のた

めに大蔵省の外局である行政委員会として「公認会計

士管理委員会」を設置。 

昭和 27 年８月  ・「公認会計士管理委員会」の所掌事務が大蔵省に再度

移管。 

・新たに公認会計士試験の実施及び公認会計士等に対

する懲戒処分等の調査審議のため「公認会計士審査会」

を設置。 

平成 13 年１月 ・中央省庁再編に伴い、公認会計士等の監督に関する

事務が金融庁に移管。 

・金融庁に「公認会計士審査会」を設置。 

平成 16 年４月  ・改正公認会計士法の施行。 

・「公認会計士審査会」が改組・拡充され「公認会計士・

監査審査会」を設置。 

・従前の公認会計士審査会が担っていた①公認会計士

等に対する懲戒処分等の調査審議、②公認会計士試験

の実施に係る事務に加え、③協会が実施する監査業務

の状況調査に対する審査及び検査、すなわち公認会計

士等が行う監査業務の監視を新たに担当。 
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 第７期 公認会計士・監査審査会会長及び委員名簿 

（令和４年４月～令和７年３月 31 日） 
 

   令和５年３月 31 日現在 

 

会長（常勤） 松井 隆幸 元青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科

教授 

委員（常勤） 青木 雅明 東北大学名誉教授 

元東北大学大学院経済学研究科・会計大学院教授 

委員（非常勤） 浅見 裕子 学習院大学大学院経営学研究科委員長・教授 

学習院大学経済学部教授 

茨城大学監事（非常勤） 

大建工業㈱社外監査役 

㈱スプリックス社外取締役 

委員（同） 上田 亮子 ㈱日本投資環境研究所主任研究員  

ＳＢＩ大学院大学教授  

京都大学経営管理大学院客員教授  

平田機工㈱社外取締役  

委員（同） 古布  薫 インベスコ・アセット・マネジメント㈱運用本部

日本株式運用部ヘッド・オブ・ＥＳＧ 

委員（同） 玉井 裕子 長島・大野・常松法律事務所パートナー 

三井物産㈱社外監査役 

委員（同） 千葉 通子 公認会計士  

カシオ計算機㈱社外取締役監査等委員  

ＴＤＫ㈱社外監査役  

㈱ＮＴＴドコモ社外取締役監査等委員 

委員（同） 德賀  弘 京都先端科学大学理事・副学長・経済経営学部長 

京都大学名誉教授 

京都大学産官学連携本部顧問 

京都大学経営管理大学院客員教授 

企業会計審議会会長 

委員（同） 皆川 邦仁 参天製薬㈱社外取締役  

日本板硝子㈱社外取締役 

委員（同） 吉田 慶太 有限責任監査法人トーマツパートナー 

[委員（非常勤）は五十音順] 
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公認会計士・監査審査会の開催状況 

 

令和４年度：令和４年４月１日～令和５年３月 31日、計 23 回 

回 開催日 主な議題 

431 ４.４.７ （１）会長の代理の指名について 

（２）議事録等の取扱いについて 

（３）公認会計士試験について 

〇 公認会計士試験試験委員選任小委員会、公認会計士試験実施検討小委員会、公

認会計士試験試験問題調整小委員会の委員及び小委員長の指名・承認について 

（４）国際関係について 

〇 「2021 年検査指摘事項報告書」について 

（５）懲戒処分等に関する事項について 

（６）審査及び検査について 

432 ４.４.21 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

（３）審査及び検査について 

433 ４.５.12 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）国際関係について 

〇 第 22 回監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）の年次総会の概要等について 

（３）審査及び検査について 

434 ４.５.26 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）国際関係について 

〇 第 22 回監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）の年次総会の詳細について 

（３）審査及び検査について 

435 ４.６.９ （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

〇 令和４年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の実施状況について 

（３）審査及び検査について 

436 ４.６.16 （１）懲戒処分等に関する事項について 

（２）公認会計士試験について 

① 令和４年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の結果及び合格者の議決について 

② 令和５年公認会計士試験の出題範囲の要旨について 

437 ４.６.23 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）審査及び検査について 

438 ４.７.７ （１）議事録等の取扱いについて 

（２）国際関係について 

〇 最近の監査関連の国際情勢について 

（３）審査及び検査について 

- 47 -

１－３



回 開催日 主な議題 

439 ４.7.21 （１）懲戒処分等に関する事項について 

（２）議事録等の取扱いについて 

（３）公認会計士試験について 

（４）審査及び検査について 

440 ４.８.25 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

① 令和４年公認会計士試験論文式試験の実施状況について 

② 教授・准教授、博士号取得者の試験免除申請に係る事務処理状況について 

（３）審査及び検査について 

〇 2021 年度品質管理レビューの年次報告について 

441 ４.９.８ （１）懲戒処分等に関する事項について 

（２）議事録等の取扱いについて 

（３）審査及び検査について 

442 ４.10.６ （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

（３）審査及び検査について 

443 ４.10.20 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）審査及び検査について 

444 ４.11.10 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

① 令和５年の公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の出願及び準備の状況及び試験地

の指定について 

② 令和５年及び令和６年公認会計士試験の試験委員候補者について 

③ 令和４年公認会計士試験の結果及び合格者等の議決について 

（３）審査及び検査について 

445 ４.11.24 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

① 令和６年の公認会計士試験実施日程（案）の公表について 

② 教授・准教授、博士号取得者の試験免除申請に係る事務処理状況について 

（３）審査及び検査について 

446 ４.12.８ （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

〇 令和５年の公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験における災害発生時等の対応につ

いて 

（３）審査及び検査について 
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回 開催日 主な議題 

447 ４.12.22 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

〇 令和５年の公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の実施状況等について 

（３）審査及び検査について 

448 ５.１.12 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

① 令和５年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の結果及び合格者の決定について 

② 同試験の試験問題の一部不適当な記載に関する公表について 

（３）審査及び検査について 

449 ５.１.26 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）審査及び検査について 

450 ５.２.９ （１）日本取引所自主規制法人との意見交換について 

〇 取引所の措置と監査制度との連携状況等について 

（２）議事録等の取扱いについて 

（３）審査及び検査について 

451 ５.２.24 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）審査及び検査について 

452 ５.３.９ （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

① 令和５年の公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験における災害発生時等の対応につ

いて 

② 教授・准教授、博士号取得者の試験免除申請に係る事務処理状況について 

（３）審査及び検査について 

〇 検査結果等の第三者への開示承諾申請に係る事務処理状況について 

453 ５.３.23 （１）議事録等の取扱いについて 

（２）公認会計士試験について 

〇  令和５年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の出願状況及び新型コロナウイルス

感染症対策について 

（３）審査及び検査について 

〇 検査結果等の第三者への開示承諾申請について 
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審査会における審議

 ・ レビュー制度の運営の適切性

 ・ 品質管理（監査業務の適切性 等）

 ・ 監査人の独立性　等

　 について調査し、報告（月次又は必要に応じて）

監査事務所

審　　　　査

被監査会社

協会からの報告の受理

　* 検査結果通知の対象は、協会及び監査事務所

　* 報告徴収の対象は、協会及び監査事務所

報  告  徴  収
*

審査会における審議

勧　　　　告

※ 審査・検査の実務については、会長及び委員の指揮の下、事務局において行っている。

行政処分（金融庁）

検査結果通知
*

 (必要があると認めるとき)

品質管理レビューの審査及び監査事務所等に対する検査手続

協　　会

検　　　　査

…日本公認会計士協会が監査事務所の業務の状況

必要かつ適当で
あると認めるとき

必要かつ適当で
あると認めるとき

審査及び検査の対象
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勧告年月日 監査法人・公認会計士

平成18年6月30日 あずさ監査法人

平成18年6月30日 監査法人トーマツ

平成18年6月30日 新日本監査法人

平成18年6月30日 中央青山監査法人

平成18年11月29日 有恒監査法人

平成19年3月28日 麹町監査法人

平成19年7月5日 東陽監査法人

平成19年10月25日 なごみ監査法人

平成20年2月7日 ＫＤＡ監査法人

平成20年3月5日 六本木監査法人

平成20年3月28日 福北監査法人

平成20年4月16日 監査法人夏目事務所

平成21年2月17日 監査法人ウィングパートナーズ

平成21年11月17日 プライム監査法人

平成22年7月13日 永昌監査法人

平成23年6月7日 堂島監査法人

平成24年2月1日 ロイヤル監査法人

平成24年11月22日 阪神公認会計士共同事務所

平成26年2月24日 東京中央監査法人

平成26年6月13日 清和監査法人

平成26年7月11日 九段監査法人

平成26年10月24日 才和有限責任監査法人

平成27年1月30日 監査法人セントラル

平成27年3月20日 有限責任クロスティア監査法人

平成27年6月19日 仁智監査法人

平成27年12月15日 新日本有限責任監査法人

平成28年1月12日 明誠有限責任監査法人

平成28年3月24日 ＫＤＡ監査法人

平成28年11月9日 監査法人よつば綜合事務所

平成29年6月8日 監査法人アリア

平成30年5月18日 監査法人アヴァンティア

令和元年7月5日 清流監査法人

令和元年12月6日 監査法人大手門会計事務所

令和3年2月26日 監査法人原会計事務所

令和4年1月21日 仁智監査法人

令和4年4月1日 UHY東京監査法人

令和4年6月3日 監査法人ハイビスカス

令和5年1月20日 ひびき監査法人

令和5年3月17日 赤坂有限責任監査法人

公認会計士･監査審査会の勧告一覧
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公認会計士試験制度の概要

受験資格 受験資格の制限なし。年齢、学歴等にかかわらず受験可能

受験地
東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、
香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所

■財務会計論 ■管理会計論 ■監査論 ■企業法

年２回（第Ⅰ回１２月上中旬、第Ⅱ回５月下旬）実施

試験科目

短答式試験合格 合格者は、翌年及び翌々年の２年間、
短答式試験の免除を受けることが可能

※論文式試験で不合格になった場合でも、公認会計士･監査審査会が相当と認める成績を
得た科目については、翌年及び翌々年の２年間、当該科目の免除を受けることが可能

必須科目 ■会計学 ■監査論 ■企業法 ■租税法
選択科目 ■経営学 ■経済学 ■民法 ■統計学

（以上の４科目から１科目選択）

試験科目

年１回（８月中下旬）実施

短
答
式
試
験

公認会計士試験合格

公 認 会 計 士

（注）実務経験
①業務補助 監査証明業務について公認会計士又は監査法人を補助
②実務従事 財務に関する監査、分析、その他の実務に従事

（実務従事に該当する業務の例：企業における経理、予算管理、原価計算、
企業財務分析や財務コンサルタントなど。単純な経理事務等は除く。）

○３年以上の実務経験（注）

業務補助 又は 実務従事 ※試験合格の前に行うことも可

○実務補習
公認会計士となるのに必要な技能を取得（講習を受け、必要な単位を取得）

※日本公認会計士協会による修了考査を含む

論
文
式
試
験

登

録
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令和４年１１月１１日 

公認会計士 ・  監査審査会 

 

 

【試験実施についての基本方針】 

令和５年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験は、12 月 11 日（日曜）

に実施します。 

なお、今後、試験実施に関する追加情報等がある場合には、本ウェ

ブサイトに掲載しますので、ご確認いただくようお願いします。  

 

【受験に当たっての注意事項】 

受験の際、以下の対応につきまして、ご理解・ご協力をお願いしま

す。 

１．体調不良の方 

⑴ 以下の方については、他の受験者等への感染のおそれがあるた

め、当日の受験を控えていただくようお願いします。 

①  新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養解除等となってい

ない方 

※ 療養解除等については保健所にご確認ください。 

② 発熱（概ね 37.5 度以上）や軽度であっても咳などの風邪の症

状が続く、強いだるさ、息苦しさといった新型コロナウイルス

の感染が疑われる症状がある方 

※ 保健所から濃厚接触者として特定された方は、事前に審査会事務局

へご相談ください。 

⑵ 試験場で上記②の症状が生じた場合には、必ずその旨を試験官

等へお申し出ください。他の受験者等への感染拡大防止のために

必要な措置として、受験を中止し、ご帰宅していただく場合があ

りますのであらかじめご了承ください。 

※ 試験当日は、ご自宅において検温を行ってください。（上記１．⑴②） 

※ 試験場では、施設管理者側より入場時の検温（37.5 度以上の発熱が

ある方の入場禁止）が義務付けられていますので、あらかじめご了承

ください。また、時間に余裕をもって試験場にお越しください。 

令和５年公認会計士試験（第Ⅰ回短答式）を受験される方へ 

― 新型コロナウイルス感染症への対策についてのお知らせ ― 
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※ 体調不良と思われる方には、必要に応じて試験官が体温測定等を要

請する場合がありますので、その際はご対応いただくようお願いし

ます。 

 

なお、上記に該当する方などについての再試験・受験手数料の返

金などの特別な措置は予定していませんので、受験者におかれて

は、受験当日まで十分な体調管理をお願いします。 

 

２．試験場でのお願い 

試験場では、感染防止のため、以下の点に留意してください。 

① マスクの着用等 

試験場では、感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

なお、 マスクは、本人確認のための写真照合時や試験官の指示

があった時等は、一時的に外してください。また、携帯用手指消

毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えありません

が、試験中はカバンにしまってください。 

② 密の回避 

試験場内での私語は控えるようお願いします。昼食時や休憩時

も密集を避け、会話は控えてください。 

③ 試験室の換気 

試験室は、適宜、ドアや窓を開放するなどの換気を行います。

室温の高低に対応できるよう試験当日の服装には注意してくだ

さい。また、ドアや窓の開放による外部の音が気になる方は、耳

せんの使用をお願いします。 

④ その他 

・試験場では試験官の指示に従ってください。従っていただけ

ない場合は、受験を中止することがあります。 

・保健所等の公的機関からの要請により、受験者の氏名、連絡

先等が提供される場合があることをあらかじめご了承くださ

い。 
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試験結果の概要 
（令和４年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験） 

 

 
（１） 願書提出者数 

14,958 人  
     

 

（２） 答案提出者数 

9,870 人 （注） 

 
（注） 願書提出者数と答案提出者数の差の内訳 

・欠席者数          3,000人 （受験予定科目の全てを欠席した者） 

・短答式試験免除者数  2,088 人 

うち  令和２年又は令和３年短答式試験合格者   1,829 人 

うち  司法試験合格者や大学教授等          216 人 

うち  旧第二次試験合格者                   43人 

 
（３） 合格者数 

780人 

・ 総点数の 73％以上を取得した者 

・ ただし、試験科目のうち１科目につき、その満点の40％未満の得点 が

あり、且つ、答案提出者の下位から遡って33％の人数に当たる者と同

一の得点に満たない者は不合格 

 
（４） 総合平均得点比率・科目別平均得点比率 

平均得点比率 

総合 47.5％ 

 

科目別 

財務会計論 46.5％ 

管理会計論 48.7％ 

監査論 52.2％ 

企業法 43.4％ 
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令和４年公認会計士試験の合格発表の概要について 

 
１． 試験結果の概要 

（１）  願書提出者数 

18,789 人 男性  13,935 人  女性  4,854 人  女性比率  25.8％ 
 

       ※願書提出者数は、第Ⅰ回短答式試験、第Ⅱ回短答式試験のいずれにも願書を提出した受験者を 

名寄せして集計したもの。 

 

 

（２） 論文式試験受験者数 

4,067 人 
 

 

（３）  論文式試験合格者数 

1,456 人（対前年比 96人増） 男性  1,129 人  女性  327 人  女性比率  22.5％ 

合格率  7.7％ 

 
 

（４）  参考資料 

令和４年公認会計士試験論文式試験の得点階層分布表（総合得点比率）（別紙） 
 
 

【令和４年公認会計士試験結果】 
 

 

区 分 
 

令和４年試験 

 

令和３年試験 

願書提出者数(a) 18,789 人 14,192 人 

短答式試験受験者数 16,701 人 12,260 人 

短答式試験合格者数(b) 1,979 人 2,060 人 

短答式試験免除者数(c) 2,088 人 1,932 人 

論文式試験受験者数(b+c) 4,067 人 3,992 人 

最終合格者数(d) 1,456 人 1,360 人 

合格率(d/a) 7.7％ 9.6％ 
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２．合格者の概要 

（１）  合格者 

  51.6％以上の得点比率を取得した者 

  ただし、試験科目のうち１科目につき得点比率が 40％未満のものがある場合は不合

格 

 

（２） 合格者の年齢 

  合格者の平均年齢は 24.4 歳 

  最高年齢は 58 歳、最低年齢は 17歳 

 

（３）  合格者の職業 

  「学生」及び「専修学校・各種学校受講生」が 963人（構成比 66.1％） 

  「会社員」は 94 人（構成比 6.5％） 

 

３．一部科目免除資格取得者の概要 

論文式試験の一部の試験科目について、合格発表の日から起算して２年を経過する論文式試

験まで免除を受けることができる一部科目免除資格取得者は 504 人(属人ベース) 

（注）科目別の免除資格取得者の延べ人数ベースでは 593 人 
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試験結果の概要 
（令和５年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験） 

 

 
（１） 願書提出者数 

14,550 人  

    うち、 欠席者 3,149人 （注） 

     

 （注）受験科目全てを欠席した者を指す 

 

（２） 答案提出者数 

11,401 人  

 
（３） 合格者数 

1,182人 

・ 総点数の 71％以上を取得した者 

・ ただし、１科目につき、その満点の40％未満の得点 があり、且つ、答案

提出者の下位から遡って33％の人数に当たる者と同一の得点に満た

ない者は不合格 

 
（４） 総合平均得点比率・科目別平均得点比率 

平均得点比率 

総合 46.4％ 

 

科目別 

財務会計論 49.7％ 

管理会計論 40.3％ 

監査論 53.4％ 

企業法 39.6％ 
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令和４年度の講演会の開催状況 

 

開 催 日 場    所 講 師 

令和 4 年 5 月 20 日 信 州 大 学 長野県 松井会長 

5 月 30 日 弘  前  大  学 
青森県 

(オンライン) 松井会長 

6 月 6 日 北 海 道 大 学 北海道 松井会長 

6 月 9 日 金 沢 星 稜 大 学 
石川県 

(オンライン) 松井会長 

6 月 20 日 専  修  大  学 
東京都 

(オンライン) 松井会長 

6 月 29 日 関 西 学 院 大 学 兵庫県 松井会長 

7 月 14 日 金 沢 大 学 石川県 松井会長 

7 月 15 日 大 阪 公 立 大 学 
大阪府 

(オンライン) 松井会長 

10 月 13日 青 山 学 院 大 学 東京都 松井会長 

10 月 26日 兵 庫 県 立 大 学 兵庫県 松井会長 

11 月 7 日 東 北 学 院 大 学 
宮城県 

(オンライン) 青木委員 

11 月 11日 中 央 大 学 東京都 松井会長 

11 月 28日 高 崎 経 済 大 学 群馬県 松井会長 

12 月 2 日 東 北 大 学 宮城県 青木委員 

12 月 9 日 福 井 県 立 大 学 福井県 青木委員 
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公認会計士・監査審査会の活動状況に関連する主な公表資料 

 

 

● 過去の年次報告『公認会計士・監査審査会の活動状況』 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakai/reports/index.html 

 

● 過去の公認会計士試験の試験結果等 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/kakoshiken.html 

 

● 監査事務所に対する審査及び検査 

 

監査事務所等モニタリング基本方針－監査品質の持続的な向上の促進－ 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20220520/20220520.html 

 

令和４事務年度監査事務所等モニタリング基本計画 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20220715/20220715-1.html 

 

令和４年版モニタリングレポート 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html 

 

監査事務所検査結果事例集（令和４事務年度版） 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-3.html 

 

過去の基本方針・基本計画等 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/index.html 

 

過去の検査結果等の取りまとめ 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/index.html 

 

● 国際関係 

 

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）議長就任について（令和５年４月 28日） 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/kokusai/20230428.html 

 

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）について 

https://www.fsa.go.jp/ifiar/20161207-1.html 

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakai/reports/index.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/kakoshiken.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20220520/20220520.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20220715/20220715-1.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-2.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20220715/20220715-3.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/index.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/index.html
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/kokusai/20230428.html
https://www.fsa.go.jp/ifiar/20161207-1.html



